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総 務 委 員 会（ 分 科 会 ）次 第 

 
2024年３月18日（月）９：30～ 

第１委員会室 

 

１ 開会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

３ 協議事項 

(1) 付託・分担案件の審査について <２頁> 

ア 委員会審査 

 

 

イ 分科会審査 

 

 

(2) 意見・要望のまとめについて 

ア 委員会意見・要望のまとめ 

 

 

イ 分科会意見・要望のまとめ 

 

 

４ 報告事項 

(1) 活用の進まない学校跡地の譲渡・貸付要件の変更について 

 

 

５ その他 

 

 

６ 閉会 



令和６年第１回豊岡市議会（定例会）議案付託表 

 

【 総 務 委 員 会 】 

  第１号議案 豊岡市過疎地域持続的発展計画の変更について 

  第２号議案 豊岡市辺地総合整備計画の策定について 

  第３号議案 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減

及び規約の変更について 

  第13号議案 豊岡市立市民センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

  第31号議案 令和６年度豊岡市管理会財産区特別会計予算 

 

 

予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

 

【 総 務 分 科 会 】 

  報告第２号 専決処分したものの承認を求めることについて 

   専決第２号 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第９号） 

  第15号議案 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第10号） 

  第23号議案 令和６年度豊岡市一般会計予算 

※ 第15号議案及び第23号議案中の人件費分は、総務分科会に一括分担する。 
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午前９時２４分 委員会開会 

○委員長（岡本 昭治） 皆さん、おはようございま

す。大分時間より早いですが、早く集まっていただ

きましてありがとうございます。スムーズに審議し

ていただきまして、早く終わりたいと思います。 

 ３月に入りましたけれど、今日も少し寒い気候に

なります。この先どうなるのかなと心配ではあるん

ですけども、春は着実に進んでいるんじゃないかな

というふうに思います。 

 今日は３月議会の委員会ということですので、大

変大切な委員会になります。内容につきましては、

皆さん十分ご議論いただいて、スムーズに進められ

るようにご協力をお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 なお、当局から谷岡くらし創造部長、藤本総務課

参事、瀬崎税務課参事の欠席についての申出があり

ましたので、ご了承願います。 

 委員の皆さんは、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上のフォル

ダー、ホーム、総務委員会、総務０６．０３．１８

が本日の委員会のフォルダーです。そこに本日の委

員会の資料を配信しております。 

 今日と明日、２日間の審査の予定についてお知ら

せします。 

 ３ページの審査日程表をお開きください。審査の

順序は、こちらの審査日程表のとおり、議案の順序

を変更し、本日は、当委員会に付託された第３１号

議案及び当分科会に分担された第２３号議案の審

査として、説明、質疑、討論、表決を行い、その後、

本日の意見・要望のまとめを行う予定です。 

 明日は、本日で審査が終了した議案を除いて、残

りの議案の審査として、個別に説明、質疑、討論、

表決を行い、その後、意見・要望のまとめを行う予

定です。 

 本日の当局出席者についてでありますが、審査日

程表に合わせて、午前、午後に分けて所管部署の職

員に出席いただくよう要請しております。 

 委員の皆さん並びに当局職員の皆さんは、質疑、

答弁に当たりましては、要点を押さえ簡潔・明瞭に

行っていただき、スムーズな議事進行にご協力をお

願いします。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長、分

科会長の指名の後、マイクを使用して、課名と名字

を名のってから行っていただきますようお願いし

ます。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午前９時２７分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時２７分 分科会開会 

○分科会長（岡本 昭治） 分科会を開会します。 

 これより３、協議事項（１）付託・分担案件の審

査について、分科会審査に入ります。 

 第２３号議案、令和６年度豊岡市一般会計予算を

議題といたします。 

 第２３号議案中、当分科会に審査を分担されまし

たのは、所管事項に係る歳入予算、全項目の人件費

を含む歳出予算、債務負担行為、地方債、一時借入

金及び歳出予算の流用についてであります。 

 本案につきましては、予算説明書の説明欄に所管

課が明記されておりますので、逐一、事業名称と予

算額のみを説明いただく必要はありません。十分な

質疑時間を確保するために、当局には、新規事業や

前年度からの大きな変更のあった事業及び主要事

業等を主として説明いただくよう依頼しておりま

す。 

 当局の説明は、まず、財政課から全体概要を含め

て説明いただき、その後、組織順で各担当課から歳

出及び歳入等を一気に説明願います。 

 質疑は、説明が終わった後、一括して行います。 

 なお、委員は、紙の当初予算書を持っておりませ

ん。当局職員の皆さんが説明される際には、説明す

るページを委員が開いたかどうかを確認しながら、

ゆっくり説明してください。 

 それでは、順次説明願います。 

 財政課、長谷川課長。 

○財政課長（長谷川幹人） よろしくお願いします。 

 それでは、Ｒ０６一般会計予算書をご覧ください。 

○分科会長（岡本 昭治） いいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり） 
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 はい。 

○財政課長（長谷川幹人） まず、新年度予算につき

ましては、新文化会館整備工事の落札を見込んだ予

算編成となっております。そのため、令和６年度一

般会計補正予算（第１号）で所要額を減額しており

ますので、ご承知おきいただきますようにお願いし

たいと考えています。 

 まず、３ページをご覧ください。第２３号議案、

令和６年度一般会計予算についてご説明いたしま

す。 

 第１条で歳入歳出予算の総額を４８２億４，００

０万円と定めております。 

 第２条で債務負担行為の、第３条で地方債の限度

額等を定めております。 

 第４条で、一時借入金の借入れの最高額を６０億

円と定めております。 

 第５条は、歳出予算の流用ができる場合を定めた

ものでして、給料、職員手当、共済費に係る予算に

不足が生じた場合は、同一款内での各項間の流用を

お願いするものでございます。 

 ９ページをご覧ください。第２表、債務負担行為

でございます。 

 ８事項につきまして、限度額１４億８，１３８万

８，０００円を計上しております。 

 １０ページから１２ページにかけては、第３表、

地方債でございます。 

 ３２事業、限度額３７億９，１４０万円を計上し

ております。 

 続きまして、資料ファイルをご覧いただきたいと

思います。一般会計の概要につきまして、Ｒ０６．

０３、ナンバー４、２０２４一般会計予算説明資料

によりご説明をさせていただきます。ナンバー４の

資料でございます。 

３ページから７ページまで、これは給与費明細で

あります。これにつきましては、午後、人事課から

詳細説明がありますので、省略をさせていただきま

す。 

 ８ページをご覧ください。こちらには一般会計の

債務負担行為の調書を掲載しております。これまで

に議決いただきました１３０事項につきまして記

載をしております。 

 １５ページの計の欄をご覧ください。中央のやや

右の列、当該年度以降、これにつきましては２０２

４年度以降ですが、その支出予定額は１０６億７，

８７６万９，０００円としております。 

 １６ページは当該年度、２０２４年度以降に新た

に債務負担行為を設定するもの、８事業を上げてお

ります。 

 １８ページ、１９ページをご覧ください。地方債

現在高の見込みに関する調書でございます。 

 ３列目の前年度末、これは２０２３年度末ですが、

現在高見込額の合計は４１０億２，１４９万円、当

該年度である２４年度中の起債見込額は３７億９，

１４０万円、当該年度中の元金償還見込額につきま

しては５５億１，１４６万４，０００円、差引きの

当該年度末現在高見込額につきましては３９２億

９，８４２万６，０００円となっております。 

 ２０ページから２３ページ、歳入の概要でござい

ます。 

 まず、２０ページ、一番上の段、１、市税につき

ましては、前年度と比較して３億７，１００万円、

３．８％の減と見込んでおりまして、９３億４，０

０３万７，０００円としております。 

 これには理由がありまして、次の１１、地方特例

交付金をご覧ください。こちらにつきましては、３

億５，７４８万９，０００円の増と、４億２，３３

３万８，０００円を見込んでいるといったことにな

ります。これにつきましては、先ほどの市税の関係

で定額減税による個人市民税の減収分がこの地方

特例交付金として国から補填されるといったこと

で、行って来いといったことになります。 

 次に、１２、地方交付税です。主な内容欄の左側、

普通交付税につきましては、国の地財計画では地方

交付税総額を１．７％の増額と見込まれています。

しかし、豊岡市につきましては地方債現在高が減少

しておりますので、公債費に対する交付税措置が減

額ということになりますので、同額の１４８億円を

見込んでおります。 
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 次に、１６、国庫支出金です。学校施設環境改善

交付金の増額などによりまして２億５，３４１万円、

５．２％の増としております。 

 ２２、２３ページをお開きください。１７、県支

出金です。地域介護拠点整備費の減額などによりま

して１億３，７９４万５，０００円、４．３％の減

としております。 

 １９、寄附金です。内容欄の左側、ふるさと応援

寄附金、ふるさと納税の件ですが、これにつきまし

ては、２０２３年度、今年度中も堅調であるといっ

たことですので、同額の１１億円を見込んでいると

いったことになります。 

 ２０、繰入金です。内容欄の左側１行目、財政調

整基金１６億４，５７３万円のうち、一般財源の収

支不足分、今まででしたら大体１４億円を見込んで

いましたが、今回は１億円を追加した１５億円を想

定をしてるといったことになります。 

 その１つ下の福祉基金２億１，０５０万円のうち

２億円につきましては、医療的ケア児及び重傷心身

障害児に対応した施設整備補助に充てるための繰

入れとなります。 

 その右側の地域振興基金６億４，８３１万１，０

００円のうち６億円につきましては、ふるさと納税

で指定された使途に該当する事業に充てるための

繰入れとなります。 

 その１つ下の左側、公共施設整備基金２億６，８

００万円は、旧竹野老人福祉センター解体経費など

に充てるための繰入れとなります。 

 ２３、市債です。仮称ですが、竹野学園整備費の

増額などによりまして３億７，７００万円、１１％

の増としております。 

 続きまして、２４、２５ページをご覧ください。

歳出の主なものを申し上げます。 

 まず、２、総務費です。財産管理費の旧竹野老人

福祉センター解体経費、あと公共施設包括管理事業

の増額などによりまして３億９，６１９万６，００

０円、５．８％の増といったことにしております。 

 ３、民生費です。先ほども言いましたが、身体障

害者福祉事業費の医療的ケア児及び重症心身障害

児の対応型施設整備費補助、その他、障害者自立支

援給付事業費、後期高齢医療事業費、特別会計の繰

出金の増額などによりまして１億４，４４４万円、

１．０％の増としております。 

 ４、衛生費です。救命救急センター拡張に伴う公

立豊岡病院組合の負担金の増額などによりまして

１億１，０２７万３，０００円、２．３％の増とし

ております。 

 次に、６、農林水産業費です。農業用施設管理費、

地籍調査事業費、治山事業費などの減額によりまし

て２億３，９０１万１，０００円、１３．５％の減

としております。 

 ２６ページ、２７ページをご覧ください。８土木

費です。排水機樋門管理費、栃江橋整備事業費、下

水道事業会計負担金の増額などによりまして２億

４，０９９万４，０００円、４．７％の増としてお

ります。 

 ９、消防費につきましては、消防団員の夏用活動

服の購入、貸与に伴う非常備消防事業費の増額など

によりまして１億３，６２７万４，０００円、８．

６％の増としております。 

 １０、教育費につきましては、（仮称）竹野学園

整備費の増額などによりまして６億５，５９６万５，

０００円、１２．１％の増としております。 

 １２、公債費につきましては、市債発行の減額な

どによりまして３億９，０３７万２，０００円、６．

４％の減としております。 

 ３２ページから３５ページにつきましては、投資

的経費の一覧を掲載しております。 

 ３５ページの合計欄でございます。普通建設事業

の合計額は５７億７，６３９万５，０００円といっ

たことでして、前年度比較して１４．２％の増加と

なっております。 

 ３６ページをご覧ください。一般会計地方債の内

容です。主な起債の種類でございますが、まず、１

枠目の公共事業等債につきましては２億６，５００

万円を、３７ページ、２枠目の公共施設等適正管理

推進事業債は１５億８，１９０万円を、３８ページ

１枠目の緊急自然災害防止対策債は３億２，７００
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万円を、３９ページ、１枠目の過疎対策事業債は９

億５，４３０万円を予定しております。 

 一般会計の歳入歳出の概要につきましては以上

でございます。 

 続きまして、財政課分の説明をさせていただきま

す。また予算書のほうに戻っていただきまして、９

ページをご覧ください。 

 第２表、債務負担行為です。一番下の事項の令和

６年度における地方債証券の共同発行により生ず

る連帯債務は、兵庫県と１３市町が連携し、共同発

行形式の個人向けグリーンボンド、ひょうごグリー

ン県民債を発行するといったものでございます。今

回は２回目でありまして、全体発行額は２０億円。

このうち豊岡市は５，０００万円の発行を見込んで

います。 

 歳出です。飛びまして、３２２ページ、３２３ペ

ージをご覧ください。２枠目の公債費の市債元金と

利子で、まず、市債元金です。５５億１，４４６万

４，０００円で、前年度と比較しまして３億９，４

５６万５，０００円の減としております。 

 その下、市債利子です。利子につきましては約定

に基づくものを計上しております。 

 なお、２０２４年度の新発債につきましては、非

常に金利が上がっていますので、利息は１．５％で

見込んでいます。 

 続きまして、３２４、３２５ページをご覧くださ

い。２枠目の市債管理基金積立金です。先ほど言い

ましたように、ひょうごグリーン県民債として借り

入れる予定の５年満期一括償還５，０００万円分の

１年目の償還積立分と昨年度発行、２０２２年度発

行しました２年目の償還の積立金各１，０００万円

ずつ、合計２，０００万円を積み立てます。 

 続きまして、歳入です。 

 財政課が所管しているものにつきましては、戻っ

ていただきまして、２０ページから２７ページ。 

○分科会長（岡本 昭治） ちょっと待ってください。 

 はい、どうぞ。 

○財政課長（長谷川幹人） ２０ページの地方譲与税

から２７ページの交通安全対策特別交付金につい

てです。 

 譲与税、各種交付金につきましては、それぞれ２

０２３年度の決算見込みと２０２４年度の国の地

財計画における対前年度伸び率から推計し、予算を

計上しております。 

 地方特例交付金、地方交付税、寄附金、財調、繰

入金、市債等につきましては先ほど説明をしたとこ

ろでございます。 

 財政課からの説明は以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 議会事務局、坂本次長。 

○事務局次長（坂本英津子） 議会事務局関係分の歳

出予算につきまして、主なものを説明させていただ

きます。 

 ８１ページをお願いいたします。右側の説明欄に

よってご説明をいたします。 

 まず、一番上の人件費ですが、議員に係るものと

いたしまして、２行目の議員報酬、それから、少し

下に下がっていただきまして、議員期末手当、議員

共済組合負担金、非常勤職員公務災害補償保険料で、

合計１億７，６２３万６，０００円となります。令

和５年度と比較いたしまして、６６８万円の減額と

なっております。主な要因といたしましては、議員

数を１名減の２３名で計上していることによるも

のでございます。 

 次に、中段辺り、議会管理費です。主な内容とい

たしましては、議会だより等の印刷製本費、会議録

作成業務などの業務委託料などがあります。 

 最後に、下から１４行目、議会運営活動費です。

行政視察に係る費用弁償や政務活動費等が主な内

容となります。こちらにつきましても、議員数２３

名で計上しております。 

 また、全国市町村交流レガッタ大会が、令和６年

度につきましては、鹿児島県薩摩川内市で開催され

る予定となっておりまして、その費用弁償につきま

しても、こちらに計上しております。 

 なお、総額として、令和５年度と比較し大きな増

減はございません。 

 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 秘書広報課、小野課長。 
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○秘書広報課長（小野 弘順） それでは、秘書広報

課の関係予算についてご説明申し上げます。 

 まず、歳出についてです。 

 一般会計予算書の８５ページをご覧ください。中

段の秘書渉外費でございます。総額は６８５万７，

０００円です。内容に変動はございません。 

 次に、中段少し下の表彰栄典費でございます。功

労者表彰や感謝状贈呈のための経費で、総額６４万

５，０００円となっております。これも内容につい

て変動はございません。 

 次に、８９ページをご覧ください。中段の広報広

聴事業費でございます。市広報等の発行や市ホーム

ページの管理のための経費であり、総額２，５６４

万１，０００円となっております。市ホームページ

のサーバーＯＳのサポート延長を申し込んだため、

来年度から初期設定費用及び延長ライセンス費用

を要することとなりました。これらの要因のため、

前年度比４９万３，０００円の増となっております。 

 次に、９５ページをご覧ください。下段の国内交

流推進事業費でございます。姉妹都市である上田市

が出石お城まつりにお越しいただく際の対応経費

でありまして、予算額は２万２，０００円となって

おります。内容に変動はございません。 

 次に、１２９ページをご覧ください。中段よりや

や上の情報戦略推進事業費でございます。豊岡市情

報戦略の推進に基づき実施する職員を対象とした

広報研修会やメディア訪問、雑誌、広告掲載に関す

る経費で、総額３４６万３，０００円となっており

ます。来年度は、本市来訪者の最大マーケットであ

る関西圏の中心、大阪で市の新たな魅力をＰＲし、

本市へ誘客を図るとともに、特産品のＰＲ販売を行

うため、８月にあべのハルカスで「ひょうご・豊岡

フェア」を計画しております。これらの要因のため、

前年度比６９万４，０００円の増となっております。 

 次に、１３３ページをご覧ください。地域おこし

協力隊推進事業費でございます。２０２２年１１月

に地域おこし協力隊１名を採用し、ＦＭジャングル

の一員として豊岡の魅力を発信していただいてお

ります。この隊員の活動に係る経費であり、全体の

予算額１億８，９３０万６，０００円のうち、秘書

広報課分は４７８万７，０００円となります。 

 次に、６７ページをご覧ください。歳入について

ご説明いたします。 

 中段の雑入のうちの広告料でございます。市広報

については、昨年度と同額の１３５万３，０００円

です。市ホームページにつきましては、全体の予算

額３０万６，０００円のうち、秘書広報課分は１８

万６，０００円で、３１万８，０００円の減となっ

ております。これは、昨年度の広告料の申込み状況

に合わせ減額したものでございます。 

 秘書広報課につきましては以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 資産活用課、久保川部次

長。 

○行政管理部次長（久保川伸幸） ９３ページをご覧

いただきたいと思います。中段より少し下のところ

で財産管理費がございます。たくさんの課がありま

すが、そのうち資産活用課分ということで、それの

さらに真ん中ぐらい、下になりますけども、保守点

検委託料というのが２，３００万円余りございます。

これは、どちらかといいますと新規なんですけれど

も、今まで庁舎の管理ですとか、そういった点検業

務全般を総務課のほうで所管をして、一括契約とい

うことで、指定管理施設も含めて対応しておりまし

たけれども、それぞれの部署で予算があったものを

今回包括管理ということで移行していく関係で、こ

の業務も一括ここの所管ということで併せて担当

させていただくため、予算の組む場所が変わったと

いうことでご理解いただきたいと思います。 

 その下の維持管理委託料も、これは、清掃管理は

今までからございましたけれども、夜間警備の管理

という、これも庁舎の関係で、一括してこちらに移

動してきたものということでございます。 

 ９５ページをお願いします。一番上のところで業

務委託というのがございますが、この１，５００万

円余りのうちの９３６万６，０００円が資産活用課

分でして、売っていきたい土地についての測量です

とか、それから、実際に売っていただくために業者

にご協力をお願いしている分の支援業務の委託料
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というものを組んでございます。 

 それの下のほうで、公共施設包括管理事業費とい

うことがございます。２億７，８００万円ほどござ

いますけれども、これが今回この６年度から新規に

５か年継続をしてやっていこうということで、日本

管財を契約相手方として、まだ契約が完了いたして

おりませんけれども、これから５年間ということで

事務を進めていきたいということです。これも従前

は各課の施設のところに実際に予算がついていた

ものを一括してここで予算計上をさせていただく

ということで、変わってございます。 

 続いて、３２５ページをお願いします。一番上の

枠ですけれども、土地取得費です。これ、土地開発

基金で抱えております竹貫のソーラー発電、この収

益事業をもってこの土地を買い戻すという事業を

継続してやってございまして、今年度は１，５００

万円を計上いたしております。 

 予算の歳入のほうに戻っていただきます。５７ペ

ージをお願いいたします。下のほうの枠で財産収入

の土地建物貸付収入ですけれども、１，６８０万円

ほどが資産活用課分ということでございます。例年

より多いということでいいますと、竹野南小学校が

６年度から新たに貸付けをしていくということで、

１０か年のスタートをいたします。単年度で２３０

万４，０００円が増ということになってございます。 

 続いて、６１ページをお願いいたします。真ん中

の枠ですけれども、太陽光発電事業の特別会計繰入

金ということで、これは先ほど言いました土地開発

基金の土地取得分を１，５００万円、このうちで充

てさせていただくということで予算計上いたして

おるものでございます。 

 私のほうからは以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 経営企画課、真狩課長。 

○経営企画課長（真狩 直哉） よろしくお願いしま

す。経営企画課分の主なものについてご説明させて

いただきます。 

 まず、歳出についてです。 

 ９５ページをお開きください。２枠目の上から７

行目、企画調整費３，４８５万６，０００円です。

この企画調整費に、新たに設置する未来共創室に係

る予算６９万５，０００円を計上しています。内訳

は、報償金のうち３０万円、旅費のうち３６万５，

０００円、消耗品費のうち６，０００円、通行料及

び駐車料のうち２万４，０００円です。内容は、市

民との共創、公民連携に係る研修会、アドバイザー

に係る費用などを計上しています。 

 その他、この企画調整費におきまして主なものに

つきましては、負担金にある但馬広域行政事務組合

への負担金です。 

 次に、１３５ページをお願いします。下から１０

行目、企業版ふるさと納税獲得推進事業費で、経営

企画課所管分としては５５万円を計上しています。

取組の内容につきましては、変更はありません。 

 続いて、歳入についてご説明させていただきます。 

 ４０ページ、４１ページをお願いします。下から

２つ目の枠、デジタル田園都市国家構想交付金のう

ち地方創生推進タイプ８，８１９万６，０００円で

す。この交付金は、従来の地方創生推進交付金に当

たります。名称は変わりましたが、交付金の内容に

は変更なく、継続３事業について取り組んでいくと

いうふうにしています。その事業といいますのは、

多様な人々が活躍する機会の創出事業、深さを持っ

た演劇のまちづくり事業、豊岡の基盤産業の強化と

人材の育成・確保事業について申請を予定しており

ます。交付額は、対象経費の２分の１で、事業の見

直し等により前年対比１，４４１万１，０００円の

減となっております。 

 続きまして、６１ページをお願いします。上から

２つ目の枠、総務管理費寄附金の企業版ふるさと応

援寄附金２，６００万円のうち、先ほど歳出の際に

説明したとおり、５００万円を経営企画課分として

計上しています。 

 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 次、ＤＸ・行財政改革推

進課、若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 歳出、

歳入の順に説明します。 

 まず、歳出です。 
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 ８７ページをご覧ください。一番下の事業、行革

推進事業費です。主な新規事業は、自分ごと化会議

の費用４２３万７，０００円です。その次の８９ペ

ージに記載の通信運搬費と業務委託料に計上して

います。第５次行財政改革大綱の主要な柱である公

共サービスの市民との共創を実現する手段の一つ

として、自分ごと化会議を開催します。 

 この会議では、無作為抽出によって選ばれた３０

人程度の市民の方で、様々な性別、年齢、居住地域

の皆さんにご参加いただき、１回目の会議でこのま

ちの課題やその解決策、実施中の事業内容を十分に

ご理解いただいた上で、２回目の会議で最適な手段

等をコメントいただきたいと思っています。また、

その過程においては、デジタルを活用して、会議参

加者以外の方からもご提案をいただくこととして

おります。 

 次に、１０７ページをご覧ください。２つ目の事

業、行政情報化推進事業費です。主な新規事業は、

自治体情報システムの標準化に関する費用のうち、

フィットアンドギャップ作業に要する費用７４５

万円です。業務委託料、システム開発業務に計上し

ています。 

 自治体情報システムの標準化では、標準化の対象

となる２０業務に関し、国が定めた標準システムの

仕様を求められることに加えて、それに合わせて業

務フローの見直しも必要です。フィットアンドギャ

ップ作業は、国が定めたシステム、業務フロー等、

豊岡市役所のシステム、業務フローの違いを比較分

析して、業務全体の見直しと再構築を行うものです。

この予算では、住民記録システムとか児童手当シス

テム等、６業務の予算を計上しています。 

 その下、ＤＸ推進事業費です。主な新規事業は、

公共施設予約システムの導入費４，５３２万３，０

００円です。業務委託料、クラウド使用料等に計上

しています。システムを導入することによって、自

宅等で、いつでもどこでも施設の空き状況を確認し

たり予約したり、オンラインで支払いができるよう

になります。また、電子錠を導入することで、鍵を

借りに行ったりすることなく施設の解錠、施錠がで

きるようになります。学校開放施設、小・中学校の

体育館ですとか、各コミュニティセンター、それか

ら総合体育館など９２施設３７６部屋といいます

か、への導入を予定しています。 

 次に、１３３ページをご覧ください。３つ目の事

業、豊岡スマートコミュニティ推進事業です。継続

事業ですけども、大きな変更がありましたので、説

明をします。 

 ２０２０年５月にトヨタ・モビリティ基金と豊岡

市が豊岡スマートコミュニティ推進機構、ＴＳＣを

設立しました。デイサービスセンターの送迎車を利

用した移動サービスの試行とか、デジタルを活用し

た交通安全教室、それから市民の情報共有のアプリ

ケーション「Ｔｏｙｏｏｋａ ｉＤＯ」の開発など

を行ってきました。２０２４年度からは、これらの

事業を継続し、トヨタ・モビリティ基金の関与は残

しつつ、地元主体の運営に移行します。具体的には、

但馬信用金庫と豊岡市の２者が主体となって運営

します。 

 また、行革大綱の公共サービスの市民との共創の

観点から、市民の、これをやりたいとか、一方で、

応援したい、関わりたいという思いを持つ市民の方

とかを支援するために、多様な人々が集まるイベン

ト、「みんなのエール」というふうに呼ぼうとして

ますが、これやコミュニティづくり等を行います。 

 あと、予算書では説明しませんけども、この活動

に従事する地域おこし協力隊の経費として、別途４

７９万１，０００円を計上しています。 

 これらのほかに、ＤＸ・行財政改革推進課では、

豊岡市役所のデジタル基盤に関する経費、例えば情

報を保管するサーバーであったり、機器をつなぐネ

ットワークであったり、住民記録等の基幹系システ

ムの運用費用などの予算を計上しています。歳出予

算の総額は２億５，４９１万円です。 

 次に、歳入です。 

 ４１ページをご覧ください。下から２つ目、デジ

タル田園都市国家構想交付金のうち、デジタル実装

タイプの２，２６６万１，０００円は、公共施設予

約システム導入事業の財源、補助率は２分の１です。 
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 その下、地方創生推進タイプのうち１０５万７，

０００円は、豊岡スマートコミュニティ推進事業費

の財源、補助率は２分の１です。 

 ７３ページをご覧ください。上から３つ目、補助

金・交付金の８つ目、デジタル基盤改革支援補助金

のうち７４５万円は、自治体情報システム標準化、

先ほどご説明しましたフィットアンドギャップ業

務の財源、補助率は１０分の１０です。 

 私からの説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 危機管理課、畑中課長。 

○危機管理課長（畑中 聖史） それでは、危機管理

課分、増減が大きいものについてご説明いたします。 

 予算書の２６３ページをご覧ください。説明欄下

段の事業名、非常備消防事業費が２億６，５３３万

９，０００円で、前年度と比較して９，３０７万９，

０００円の増加となっています。理由は、主なもの

が２点ありまして、１点目は、事業名の４つ下の消

耗品費、これが６，５１９万円で、消防団員のヘル

メットの更新と夏用活動服の整備で５，９０３万４，

０００円の増加となっています。２点目は、２６５

ページですけれども、説明欄１つ目の枠の上から４

行目、投資委託料、その枠の真ん中辺りの整備工事

費及び解体工事費でございまして、但東消防団の第

１分団の消防車庫の建て替えがありまして、それに

よりまして約４，２００万円の増加ということによ

るもので、非常備消防事業費の増加となっておりま

す。 

 なお、消防団の車両の整備につきましては、消防

ポンプ車が出石の６分団、小型動力ポンプ積載車が

城崎の４分団、日高の３分団の合計３台となってお

ります。また、小型動力ポンプの更新は、日高の４

分団、１３分団、１５分団の３台更新予定となって

おります。 

 次に、２６７ページをご覧ください。一番下の枠

の上から２つ目の事業で、災害対策事業費２，４１

８万８，０００円。これのうち、危機管理課分は１，

７４６万８，０００円です。前年度と比較しまして

１７１万８，０００円の増加となっております。 

 この事業名の８行下に業務委託料の防災マップ

作成業務と、さらに、その６行下の負担金、兵庫県・

但馬地域合同防災訓練が新規事業となっておりま

す。防災マップにつきましては、土砂災害特別警戒

区域、指定緊急避難場所の指定解除等に伴う修正を

行います。それから、ウェブ版の防災マップの英語

版の新規作成がございます。 

 それから、兵庫県・但馬地域合同防災訓練は、毎

年、県民局単位の持ち回りで実施されている防災訓

練でして、今年度は丹波市で行われましたが、新年

度は９月１日に養父市で実施する訓練、これの負担

金となっております。１２９万９，０００円です。 

 歳出の主なものは以上でございます。 

 続いて、歳入の説明をさせていただきます。 

 ４１ページをご覧ください。上から１つ目の枠、

説明欄、消防団救助能力向上資機材緊急整備事業費

補助金１，７２４万２，０００円が危機管理課分で

ございまして、先ほど説明しました消防団員の夏用

活動服の整備に対する補助金ということで、補助率

は３分の１になっております。 

 次に、７７ページをご覧ください。下から２つ目

の枠で、説明欄、消防防災施設整備事業債のうち、

消防ポンプ自動車、防火水槽、消火栓、消防団施設

が危機管理課の所管でございまして、合計１億３，

５３０万円となります。前年度と比較して２，７２

０万円の増加ということでございます。これは、消

防ポンプ自動車、消火栓の整備が減額となった一方

で、先ほど説明いたしました但東消防団第１分団の

消防車庫の整備が増額になったことによる増加と

いうものでございます。 

 危機管理課からは以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 税務課、中奥課長。 

○税務課長（中奥  実） １３７ページをご覧くだ

さい。一番下の段、賦課徴収事務費です。業務委託

料において、１３９ページになりますが、個人住民

税の申告支援システム更新業務５１８万１，０００

円、納税通知書封入封緘業務１２０万２，０００円、

定額減税に対応するため、基幹システム改修業務４

４２万２，０００円、ＯＡソフト借り上げとして、

確定申告データ国税連携システム借り上げ料１０
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１万円が主な新規業務となります。 

 次に、一番下、固定資産税評価替え事業費につき

まして、令和９、２０２７年度評価替えの準備作業

の初年度として、評価準備調査等の経費を計上して

おります。 

 続きまして、歳入です。 

 １４ページをご覧ください。一番上の欄、市税に

おきまして、総額９３億４，００３万７，０００円

を計上いたしております。前年度と比較して３億７，

１００万円の減額、率にしますと３．８％の減です。 

 税目ごとの説明は１８ページから２０ページに

て行います。 

 １８ページをご覧ください。増減率を中心に説明

させていただきます。まず、個人市民税は９．３％

の減です。令和５年度決算見込額を参考に見積もっ

ておりますが、物価高対策による住民税の定額減税

分を見込み、減額計上しております。 

 次に、法人市民税については１．２％の減です。

これは前年度決算額と今年度実績の状況を勘案し

て見込んでおります。 

 次に、固定資産税については１．８％の減です。

令和６年度は評価替え年度であり、土地は地価下落

を反映、家屋は経年補正適用による評価減額、償却

資産は、設備投資が堅調なため微増するものと見込

んでおります。 

 次に、軽自動車税については２．７％の増です。

種別割について、令和５年度上半期の実績等を考慮

し、算定しております。 

 次に、市たばこ税については２．４％の増です。

直近の販売本数が微増で推移しており、税額増加を

見込んでおります。 

 ２０ページをご覧ください。入湯税については１

６．８％の増を見込んでおります。新型コロナの影

響は収束傾向にありますが、先を見通すことが難し

い状況であり、令和５年度の決算見込額と同額を計

上いたしております。 

 最後に、都市計画税については、前年度同額の滞

納繰越分の徴収分を見込んでおります。 

 税務課からは以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 消防本部、上田部次長。 

○消防本部次長（上田 有紀） よろしくお願いしま

す。 

 ２５８ページ、２５９ページをお開きください。

９款の常備消防費の歳出についてご説明を申し上

げます。 

 まず、２５９ページの中段辺りの職員研修費につ

きましては、前年度から６３４万８，０００円を増

額し、１，０５８万８，０００円を計上しておりま

す。特別旅費につきましては、消防学校や消防大学

校への専門教育施設への研修入校並びに新規採用

者を兵庫県消防学校初任教育及び救急科へ研修入

校させるための研修旅費でございます。 

 ２０２４年度は新規採用予定者が前年度の３名

分から９名分となることなどから、約４６０万円の

増額としております。また、その下にございます消

耗品費及び負担金につきましても、新規採用予定者

の増員分等に伴い、約１７４万円を増額して計上し

ております。 

 次に、同ページの一般管理費につきましては約３

９８万円増額の１，４１７万４，０００円を計上し

ております。内訳といたしましては、２段下にござ

います消耗品費において、新規採用予定者の被服費

が前年度比で約３７０万円増額となります関係が

主なものでございます。 

 次に、２６０、２６１ページをお開きください。

２６１ページの中段から少し下の消防装備管理費

についてでございます。前年度と比較しまして約２

５３万円を増額し、２，２９４万８，０００円を計

上しております。そのうち、事業用備品につきまし

ては前年度から約１７０万円を増額し、５２０万９，

０００円としております。主な備品といたしまして

は、効果的な消防活動を行うために、災害対応用の

ドローンを購入、整備する経費として、ドローン一

式が３７０万円、運用に係ります資機材一式が４５

万円で合わせて４１５万円を計上しております。 

 その下にあります負担金の会議等出席につきま

しては、災害対応用ドローンの操縦士を育成するた

めに、操縦士２名の講習費用や操縦士の実技審査及
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び学科試験に係る経費４５万８，０００円を計上し

ております。 

 以上、消防本部のその他の事業につきましては、

大きな増減はございません。 

 続きまして、２６４、２６５ページをお開きくだ

さい。中段にあります消防施設費の豊岡消防署消防

設備・施設整備事業費につきましては、消防施設整

備計画に基づき、配備後１０年を経過しました豊岡

消防署配備の高規格救急自動車を更新するもので

ございます。計上額は４，２１０万１，０００円で

ございます。 

 ２６５ページの下から２項目の出石分署消防設

備・施設整備事業費につきましては、公共施設個別

計画に基づきまして、昭和５９年建築の出石分署の

庁舎につきまして、庁舎の長寿命化を図るための外

部及び内部の改修を行うものでございます。２０２

４年度につきましては、実施設計及びアスベストの

調査分析を行うために５２０万円を計上しており

ます。 

 次に、但東駐在所消防設備・施設整備事業費につ

きましては、但東駐在所に配備しています消防広報

車が配備後１５年経過したことに伴いまして、消防

施設整備計画に基づき、更新するものでございます。

計上額は３２７万２，０００円でございます。 

 続いて、歳入についてご説明申し上げます。 

 ７６、７７ページをお開きください。７７ページ

の下から２枠目の消防債の消防本部分でございま

す。消防防災施設整備事業債の３行目、高規格救急

自動車につきましては、先ほどご説明申し上げまし

た豊岡消防署の救急車を更新するための市債でご

ざいます。 

 同じく３行下の災害対応ドローン、出石分署、消

防広報車につきましても、先ほど歳出でご説明させ

ていただいた事業に係ります市債でございます。 

 なお、市債の種類についてでございますが、高規

格自動車、災害対応ドローン及び出石分署の庁舎改

修につきましては、緊急防災・減災事業債を活用、

但東駐在所の消防広報車につきましては過疎対策

事業債を予定しております。 

 消防本部の説明は以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 説明は終わりました。 

 ここで分科会を暫時休憩します。再開は１０時２

５分。 

午前１０時１６分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時２３分 分科会再開 

○分科会長（岡本 昭治） 休憩前に引き続き分科会

を再開します。 

 既に説明を終えておりますので、これから質疑に

入ります。質疑はありませんか。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） 公共施設の包括管理と、それ

から自分ごと化会議についてちょっとお伺いした

いんですけども、恐らく誰も、どなたも関心が高い

と思いますんで。 

 まず、公共施設の包括管理についてなんですけど

も、一括をして点検管理をし、修繕もするっていう

のは、同一のレベルの目で、それぞれの施設につい

て点検できるっていうことは非常にすばらしいや

り方だと思いますんで、それはもう進めていってい

ただきたいなと思っています。 

 さらに、そのときに、現在いろんな施設に担当者

がいらっしゃると思いますんで、そういう方の事務

軽減が当然図られるという前提で進めていただき

たいと思います。 

 ただ、問題なのは、本当にそういうふうな統一し

た目で見られるかどうかというあたりの心配が、ど

うしても初めてのことですので、ありますんで、そ

こら辺をどういうふうにお考えになっているかと

いうこと。それから、点検をした後に、じゃあ修繕

をするとなったときに、予算がそれに連動して確保

できるかというあたりが非常に難しいところだと

思います。その際に、包括管理したからこそ、それ

が実現できるような何か秘策とか、そういうものが

あるかどうか。単に点検はするけれども、結局修繕

は後回しになってしまうっていうのが非常に懸念

されるとこですので、特に学校施設をはじめ、多く

の施設を抱える豊岡市にとっては、このことをきっ
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かけに、そういう必要な経費の軽減をできるだけ図

っていただきたいと思いますんで、そういうあたり

についてご説明いただきたいと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 久保川部次長。 

○行政管理部次長（久保川伸幸） まず、各所管課の

事務軽減ということですけれども、大きな人件費の

削減といったところは現実的には厳しいかなと思

います。各課の中でそれぞれの施設を抱えて、その

管理のために人工を実際にどのぐらい使っている

かということをこの業務を検討するに当たって確

認をいたしました。全体で１２人役ぐらいの人工が

かかっている。それに対して、削減できても５人、

６人の分が実数で削減できるかな。そのほかの部分

は、課の業務の中で０．何人分が節減できるという

ことですので、実際に人をどうこうということは難

しいですけれども、今までこの業務をやっていたが

ためになかなか本来の業務として進めにくかった

業務の部分についても、これを機会にその業務のほ

うに注力をしていけるというようなことがあると。

そこも含めて了としていこうということで、この業

務を始めたということが一つあります。 

 さらに、この業務をどの程度きっちりと管理して

いけるのかということにもつながるだろうと思う

んですけれども、先ほどもありましたように、今ま

でだったら施設担当者、業者ごとによって実際の管

理の仕方がやっぱり違いがあったかなと。そこを同

じ目線で、全国目線できっちりとしていただける、

もうそういったしっかりとした業者が今回受けて

いただいていると認識をしておりますので、それは

少し様子を見ていかないと、現実どうであるかとい

うことはなかなか分かりにくいですけれども、そこ

をしっかり見て、むしろ市内の事業者についても指

導をいただくようなことも含めてお願いをしたい。

さらに、市の職員についても、こんな目線でこうい

ったところは見てくださいねというような職員の

研修も併せてそこにしていただこうという考え方

で、そういった業務をお願いしているということで

ございます。 

 それから、修繕がちゃんと進むのかということで

すけれども、今この点検をする中で、ここは修繕し

たほうがいいよというところがあれば、そのことも

含めてご報告をいただく。現実にその事業費が、例

えば１３０万円以下の修繕ということで、直ちにし

たほうがいいという内容のものであれば併せてこ

の業者のほうで事業執行いただくようなことを担

当のほうで考えております。 

 ただ、いずれにしましても、１３０万円を超える

ようなものについてはやっぱり随意契約という範

囲を超えておりますので、今までと同じように予算

要求をしていただいて、予算措置をしていただいて

という流れにはなろうかと思います。 

 あと、まだ非常に細かな、例えばパッキンが緩ん

でいてぽたぽたぽたぽた漏れているというような

こと。これ、今までだったら業者を一々呼んで、そ

こに人工も発生してということで、高い料金を取ら

れていましたけれども、内製化ということで、実際

に受けていただいた事業者そのものが、点検のとき

についでに工具も道具も、それから材料も乗っけて

いて、その場ですぐに直せるというようなことも含

めて対応していただく、少しでもスピードアップを

していくというようなことも含めて今回の業務の

中ではしていただけると考えておりますので、その

辺を含めた効果測定をしっかりとしていきたいと

いうふうに考えています。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 松井委員。 

○委員（松井 正志） 担当者の人員削減には恐らく

つながらないと思いますが、それはやむを得ないと

思います。 

 次に、予算との関係なんですけども、点検、１３

０万円を超えるような修繕、特に大規模修繕なんか

が必要になったときに、一番よく実務として問題に

なるのは、建築の設計士が例えば自分の部の中、課

の中におるような職場であれば非常にスムーズに

いくんですけども、大多数の施設っていうのはそう

いう方がいらっしゃらない。したがって、建設課と

かに依頼して、設計をしてもらって予算要求をして、

さらにそれを施工するっちゅうような実務が出て

くるんですけども、それを改善しないと、この包括
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管理の意味がないと思うんですわ。要するに。さら

に予算の確保についても、本来ですと、予算の目的

別っていう、ちょっと原則から外れるんですけども、

一定の枠をどっかの課が持っていて、それをある程

度調整をしながら割り振るようなことをして、統一

した目で見れば公平性が保てるんですけども、点検

はするけども、結局それを担当課に任せて、担当課

はまた設計を依頼して、予算要求するっていうやり

方をしてたら、そこは全然意味がないんで、恐らく

すぐには難しいと思いますが、そこまで踏み込んで

やらないと合理化というか、効率的にはならないと

思いますんで、そこら辺、何かお考えありますか。 

○分科会長（岡本 昭治） 久保川部次長。 

○行政管理部次長（久保川伸幸） おっしゃった考え

方っていうのは理解できますけれども、今の段階で、

先ほど言いましたように、いろんな施設をずっと業

務の中で点検して回ります。そのときに、あっ、こ

こは修繕したほうがいいっていうことを、向こうか

ら相談を受けた場合でも、今、回っていただく事業

者が実際にそういうことで点検をして、ここは確か

に修繕が必要だといった場合には、一応その見積り

のお願いまでは多分できると思います。ただ、例え

ば１００万円も何百万円もといったときに、それだ

けで本当に事業執行の予算によしとするかってい

うことになると、やっぱりまだ厳しいかなと。予算

要求に当たってはそれなりの対応が必要になって

くるものもあるんではないかな。ここは少し実際に

事業を動かしていく中で、本当にどういった可能性

があるのか、そういったことも含め、これからの検

討課題というふうに考えております。 

○分科会長（岡本 昭治） 松井委員。 

○委員（松井 正志） ぜひ、せっかく取り組むんで

すから、大きな視点で全体を見ながらやっていただ

いて、トータルで効率的になるようにやっていただ

きたいと思います。 

 私自身、振り返ってみると、ひぼこホールが今の

状態につながったのは、点検が十分できなかったと

いう反省があるんです。あれも同じ目線で見ておれ

ば、恐らくもっともっと早めに改修、あるいは手当

てができたと思うんですけども、それができずに終

わってしまったということがあるんで、そこら辺に

ならないようにぜひお願いをしておきたいと思い

ます。 

 続いて、自分ごと化会議。これ、全然よく理解を

していなかったんですけども、一般質問で多くの方

が取り上げられて、説明を聞きながら、おお、なる

ほどというふうなことで分かってきましたんで、そ

れを踏まえて、ちょっと二、三質問させていただき

たいと思います。 

 こういういわゆる事業仕分のような選別をしな

ければならない必要性がまず豊岡市にあるという

ふうにお感じになっているかどうか。要するに、こ

れまで事務事業改善だとか、行政改革だとか、いろ

んな外部の方の目線を借りながらやってきたと思

うんですけど、これを取り上げられるっていうこと

は、要するに必要性があるというふうに認識された

からこういう提案をされたんだと思うんですけど

も、そこら辺のあたり、まず認識についてお伺いし

たいと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 一つ考

え方を整理させていただきたいと思います。 

 委託しようとしている構想日本は、確かに事業仕

分に取り組んでいる団体です。 

 ただ、やっているのは実は２つあるんですね。事

業仕分と住民協議会というものです。事業仕分って

いうのは、先ほどおっしゃったとおりのものです。

私は今、豊岡市においてこの事業仕分を直ちにする

必要はないと思っています。そちらではなくて、住

民協議会、つまり住民の皆さんがこういうのを将来

的にどうしていくべきだとか、住民はどうやって関

わるんだといったことをお考えいただいて、住民の

側からご提案いただく、そういったものは今必要だ

ろうと思っています。まさに公共サービスの市民と

の共創です。 

 ちょっと一つ、おとといの日経新聞地域経済面に

載っていたのでご紹介をします。奈良県の田原本町

（たわらもとちょう）と読むんでしょうか、すみま
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せん、読み方よく知らなくて。ここが２０２３年度

に住民協議会を行いました。自分ごと化会議です。

構想日本です。ここでは、参加要請に応じた住民や

地元高校生ら３８人が築年数の古い６つの公共施

設の今後の在り方について、半年近くかけて議論を

重ねた。３つの施設は建て替えず、使える限り活用

し、町民ホールは機能を転換する。住民は、要は参

加者の皆さんは、このような意見をまとめて町に提

出されたそうです。町は大半を反映し、総合管理計

画を改定した。会議の参加者の１人、お名前は飛ば

しますが、当初は、行政の計画づくりに自分たちが

関わる余地はないと思っていたが、意識が１８０度

変わった。将来のまちづくりに関わる手応えがあっ

た。こんなふうにおっしゃっています。 

 まさにこれが行革大綱でいいます公共サービス

の市民との共創だろうなというふうに思っていて、

繰り返しですが、事業仕分ではなくて、この住民協

議会のスタイル、住民の皆さんから今後のあるべき

姿とについてご意見をいただく、そういった会議を

行いたいと思っております。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 松井委員。 

○委員（松井 正志） そういう方針でやられるって

いうことはそれでいいんですけども、この予算の説

明資料を見てると、市民による現行事業の評価と改

善策の検討っていうふうにあるんです。ほんで、そ

ういうふうに、構想日本ですか、それのやっておら

れるのを見ると、いわゆる仕分人、判定委員ですか、

そういうふうなことをやっておられたんで、そうい

うものを採用されるのかなと思いましたんで聞き

ました。 

 そうなると、ここでいう現行事業の評価というの

は、例えば特定のものを評価される、要するに市の

ほうが必要なものをされる、あるいは市民の方が選

ばれる、さらに、全てではなくて、任意のものを選

ばれるのか、その辺りについてはどうなるんですか

ね。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） すみま

せん、ちょっとそこの書きぶりが誤解を与えるよう

な表現になってしまって、申し訳ございません。 

 まず、特定の分野を行おうと思っています。例え

ば通学バスのことであったり、空き家の問題であっ

たりです。 

 評価といいますのは、評価できるぐらいその事業、

今やっていることを詳しくご理解いただいて、その

理解の上で、じゃあこうこうこういう方向性で行く

べきではないかというふうなご意見をいただきた

いと思っております。 

 例えば、これをすると決めたわけではありません

が、例示として通学バスのお話をさせていただきま

す。 

 小学校等の統合によりどんどん通学バス、要はバ

スで輸送する必要が出てきます。一方で、バス事業

者は運転士不足でもう運ぶ人がいません。バスの運

転手さんがいなくて、恐らく今のままのやり方だと、

今はどっかのバス会社さんに頼んで運んでもらっ

てるんですけど、多分このやり方はもう続けられな

いんではないかと思っております。じゃあどうして

いくのか。例えばこういったことを、今の通学バス

ってどういうふうにやっていますか、幾らぐらいか

かって、どういう仕組みですかっていうのをちゃん

とご説明して、それをご理解いただいた上で、じゃ

あ将来どういうやり方がこのまちにふさわしいの

か、そういったことを議論いただくのかなというふ

うに思っています。 

 なかなかここって行政が考えると、どうやってそ

のバスを出すのかと、バスの出し方を考えるんです

けども、課題になっているのは児童生徒たちが学校

に行く足をどうするかっていうことです。その課題

解決のアプローチとして、ほかの手段があるのでは

ないか、そういったことも住民の皆さんに自分事と

して考えていただいて、ご提案、ご意見等をいただ

きたいと思っております。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 松井委員。 

○委員（松井 正志） 今おっしゃったような事例で

あれば、これは市役所で考えれるんじゃないんです

か、例えばですよ。要するに特定のテーマを絞って

しまうと、それはもう市役所で考えたらいいことで
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はないかと思います。 

 具体に、これ、市民の方に参加していただくとき

に、テーマを、このテーマ、このテーマ、このテー

マっていうふうなことを明記した上で募集される

のか、いやいや、そうじゃなくて、集まっていただ

いてから改めて皆さんで相談していただくのか、さ

らに、その際に皆さんのほうには選択権はなくて、

市のほうからこれとこれとこれぐらいを想定しま

すっていうふうなことをやるのか、その辺りについ

ては、進め方によって大きく変わるんですけどね、

いかがでしょうか。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） まず、

市役所だけで考えられるのではないかといったご

意見でございます。 

 市役所で考えられることも当然あろうかと思い

ます。ただ、なかなか私たち、住民の皆さん、市民

の皆さんにこういうことをやっていただけません

かってっていうのを考えるのは苦手です、提案する

のは苦手です。先ほどの通学バスの事例で申し上げ

ましたが、一生懸命こちらが、市が公共サービスを

提供しようと考え、提案します。そこは、なかなか

そうではなくてっていう議論にはなりづらいとい

うところがあります。なので、市民の皆さんにご参

加いただいて、課題が児童生徒をその時間に運ぶこ

とだったら、ほかのやり方もあるんじゃないかみた

いなこともご提案いただいたらいいのかなという

ふうに思っております。 

 それから、テーマにつきましては、これは事前に

テーマをお示しして、６００人の方に参加の声かけ

をしようと思っております。やっぱりそのテーマに

関心のあるないっていうのは多分あるんでしょう

し、何するか分かれへんのに来いって言われてもな

かなか来づらいのではないかというふうに思って

いるからです。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 松井委員。 

○委員（松井 正志） ほかの方も恐らく質問される

と思いますんで、私、最後に１つだけ。 

 ということは、今想定されるテーマというのは、

市民の皆さんに議論していただき、さらに、その議

論を踏まえて、市役所も当然役割を持たんなんけど

も、地域の方、あるいは市民の方も自分たちも参加

しようというようなことの機運が醸成できるよう

なテーマを選んで、この名前の下に市民の皆さんの

参加を促して、自分事の問題だとして捉えて、そう

いう協力的なまちづくりを進めていこうというよ

うな趣旨でというふうに理解したらよろしいです

か。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） すみま

せん、最初から今、松井委員さんのおっしゃるよう

な説明をすればよかったです。そのとおりでござい

ます。いかに、それは市に頼んどいたらいい、要望

出したらいいではなくて、こんなこと考えれるので

はないか、いや、何だったらそれ、自分たちでもで

きるのではないかのようなご意見をいただいて、公

共サービスの在り方をよりよいものにしていきた

いと思っております。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） いいですか。 

○委員（松井 正志） はい。 

○分科会長（岡本 昭治） ほかの方。 

 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 関連して。答弁もありました

し、今、松井委員からもありましたけども、結局、

これは行政でできないことを市民の人に、あんたら

がせえやという会ですか。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） そのよ

うな趣旨ではございません。様々なアイデアを出し

ていただく。中には、それは行政がするより、こち

らでやったほうがいいんじゃないのっていうふう

なご意見もあるのではないかと思っています。議論

の結果として、行政がしなくなるものもあるのでは

ないかというふうに思っています。 

○分科会長（岡本 昭治） 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 自分事として取り組んで、あ

んたたちも自分でアイデアを出して、行政はここま

でしかもうできないよと、だからやんなさいという
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ことの会みたいな。それはそれで、市民の人の思い

を、君たちもできるんだよというその投げかけはい

いにしても、今こそ行政がしなくてはならないとい

う出番なのに、市民の人たちに、私らもうこれ以上

できないから、アイデアを出してせえや、なかった

らもうできれへんぞ、それでもいいのか、あかなん

なら、あんたらしなさいよという会議になってしま

うような気がするので、先ほど松井委員も言われま

したけど、進め方、テーマの持っていき方、会議の

在り方が物すごい難しい会議になりそうな気がし

て、変に分断をつくるような会議になるような、今

の話を聞いていて感じるんですけど、そこはどう考

えておられますか。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） ２つあ

ります。まず、木谷委員さんおっしゃるように、進

め方とかはとても大事でございます。今おっしゃる

ような懸念は非常にあると思います。なので、そこ

は委託先として想定している構想日本の知恵で運

営していただこうと思っています。 

 加えて、今、行政ができないこととおっしゃった

んですけども、本当は一緒に考えたほうがよりいい

やり方が見つけ出せそうなことを一緒に見つけ出

していくという会だというふうにしておりますし、

例えば先ほどの奈良の田原本町もそのように運営

されているところです。なので、そこのところは、

プロの技を使って、今のご懸念がないように運営を

していきたいと思っております。 

○分科会長（岡本 昭治） いいですか。 

 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 運営はプロの方が来るってい

うことですか。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） おっし

ゃるとおり、構想日本のスタッフなり、ほかの自治

体においてこの住民協議会を運営しておられるコ

ーディネーターであったり、そういう方が来て運営

をしていただきます。私たちだととてもとても、う

まくできそうにありませんし、うまくいってる自治

体と同じようなやり方で回していきたいと思いま

す。 

○分科会長（岡本 昭治） 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 奈良の例は町だし、どれだけ

の規模でどれだけの規模なのか分からないので。と

にかく気がついとられると思いますけど、この但馬、

豊岡の住民というのはいろいろで、これだけ、６つ

のまちが１つになって、それはいいことのほうが多

いにしても、やはりそれなりのところもある中で、

こういう会議をしようと思って、コーディネーター

の人に任せるにしても、うまくまとめるようにしよ

うとするばかりじゃなくて、自分ごと化会議という

のが一体何なのか、テーマをはっきりさせて、先ほ

ど僕が懸念したみたいなことにならないように取

り組んでもらわなければ、どうも、やられる意図は

分かるんですけど、持っていきよう、やり方によっ

てはとんでもない会議になってしまいそうな気が

するので、それだけは申し上げておきたいと思いま

す。 

 それと関連して、公共施設の管理９２施設って言

われました。体育施設、文化施設を管理するほうか

らしたら、そういう管理をしていくのはいいんです

けど、今、体育をやっとられる人、文化をしとんな

る人には、使い勝手が非常に悪くなるんではないか

なと。ほんで、今でもどうなるか分かりませんって

いうような対応をされていて、４月からはもうそれ

が始まっていくということで、利用者する人たちは

本当に今までの経験でずっとやっていた活動がで

きるのかと。貸してる側の立場ばっかり言われて、

統一してやったら使用者の気持ちが全然分からん

ようになってきて、かえって使い勝手が悪くなるん

じゃないかな。 

 使う立場に立ってこの包括管理が進められてい

くのか、これだけを確認取っておきたいんですけど、

いかがですか。包括管理。 

○分科会長（岡本 昭治） 久保川部次長。 

○行政管理部次長（久保川伸幸） 公共施設のほうの

包括管理の関係につきましては、市が直営の施設の

みを管理していきます。指定管理の対象施設につい
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ては、今回は包括管理の対象にはなってございませ

んので、それはちょっとまた別の課題ということで

ご理解いただきたいと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 指定管理者はどうなるの。包

括管理から離れて、指定管理は指定管理のままで、

今までどおりということですか。 

○分科会長（岡本 昭治） 久保川部次長。 

○行政管理部次長（久保川伸幸） 指定管理施設につ

きましては、その運営もですけれども、設備関係の

管理も含めて、一括でその指定管理を受けておられ

ますので、それは今までと同じスタイルで運営をし

ていくということになります。 

○委員（木谷 敏勝） 分かりました。 

○分科会長（岡本 昭治） ほかに。 

 竹中委員。 

○委員（竹中  理） 関連なんで、ちょっと先に。 

 先ほど自分ごと化会議について、松井委員とか木

谷委員が言われたことと同じ思いでして、僕が思い

ますのは、まず、その自分ごと化会議は、議員も参

加はできる感じで考えてよろしいですか。 

○分科会長（岡本 昭治） 谷口部長。 

○デジタルトランスフォーメーション推進部長（谷口

 雄彦） 確率的に平等だということを前提に、無

作為抽出でご案内して、それに応じられた方、大体

５％と言われてるんですけども、そういった方にご

参加いただきますので、抽せんで、郵送が行く可能

性も平等にあるということです。 

○分科会長（岡本 昭治） 竹中委員。 

○委員（竹中  理） 分かりました。 

 そしたら、別に特別に議員が見に行けるっていう

ことではないっていうことですか、傍聴で。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 傍聴に

はお越しいただけます。よその自治体でも議員さん、

たくさん傍聴にお越しになっておられます。 

○分科会長（岡本 昭治） 竹中委員。 

○委員（竹中  理） さっきもずっとあったんです

けど、事業仕分じゃない、住民協議会っていうこと

で、市民の声を聞くっていうのはすごく分かるんで

すけど、我々議員も市民の方から声を聞いて、これ

は必要だと思ったことを一般質問で質問をしたり

するわけです。市民の声を大きくするっていうこと

はすごい大事だと思います。今までも議員はそうい

うことはしてきているわけで、それを議会の中でも

んでもらうっていうことをこれからもぜひどんど

んやっていただきたいと思うんですけども、さっき

木谷委員も言われたように、すごく難しいと思いま

す、この自分ごと化会議をまとめていくっていうの

が。議員としてもこれから、それに対してもまたい

ろんな対応をしていかないといけないと思うので、

その辺しっかり成功できるように頑張っていただ

きたいなというふうに思います。これは別に質問じ

ゃないです。何か意見があったらどうぞ。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 先ほど

竹中委員さんおっしゃったように、議員の皆さんも

たくさん声をお聞きになってると思います。そこは

質疑云々ももちろんだと思います。 

 ただ、今回私たちがしようとしているのは、市が

いろんな政策を立案する、事業を考えていく上で、

今までより幅広く多くの方の意見を聞こうという

ものですから、その方向性については何ら議員の皆

さんと変わりはないと思っております。すみません、

答弁というよりは意見でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） よろしいですか。 

○委員（竹中  理） いいです。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） すみません。何点かちょっと

確認でお尋ねをさせていただきたいと思います。 

 先ほど木谷委員も言われたんですけど、公共施設

予約システムの構築業務の件でちょっと教えてい

ただきたいんですけど、これは施設の空き状況等を

見て、ネットで申込みができるということでありま

したけど、ちょっとその辺をもう少し詳しくまず教

えていただきたいと思います。 

 別にＤＸの若森さんばっかり責めるつもりはあ

りませんけど、状況がどういうふうになるんかなと
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いう、これは市民が使いやすいようになるというこ

とを前提にされておると思いますんで、その辺を詳

しく紹介していただければと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） まず１点ですね。 

 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 例えば

インターネットのホテル予約のようなものだと思

っております。ホテルを探してると、そこのホテル

でこの部屋、この日に空きがあるのか、また、どう

いったプランとかどういったタイプ、例えばシング

ルなのか、ダブルなのか、ツインなのか、それがネ

ット上で丸であったりバツであったりが表示され

ています。その丸のところをクリックすると、予約

画面に進んでいきます。今回の公共施設予約システ

ムというのは、まさにそれと同じようなもので、例

えば総合体育館のこの日のこの時間、２分の１面空

いてるとか、４分の１面空いてるとか、そういった

ことが分かる。なので、繰り返しですけども、ホテ

ルの予約システムに近いものだというふうにご理

解いただけたらと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） それはもう本当にネットで申

込みができて、空き状況も分かるということで、市

民の皆さん方が申込みしやすくなるということで、

とてもいいことだと思うんです。 

 これが９２施設で３２６部屋っておっしゃいま

したっけね。その辺ちょっと確認で教えていただき

たいのと、やっぱりいろんな年齢層がおられますん

で、このネットの申込みができない方もたくさんお

られるんで、その辺の、今までの紙ベースの申込み

とか、そういうことも残していただけるんか、いや

いや、もうネットで一律にしますというようなこと

になるんか、その辺、これは４月１日からというこ

とも含めて、回答をお願いしたいと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） ９２施

設で３７６部屋想定しております。先ほど申しまし

たが、コミュニティセンターもそうですし、夜間開

放の小・中学校の体育館等々です。 

 それから、年齢層の、要はネットがお使いになれ

ない方ですけれども、今までの申込方法は残します。

つまり窓口に来て紙に書いていただいてっていう

のは大丈夫です。 

 それから、２０２４年度に入ってからシステムの

構築等を行います。使い始めるのは２０２５年の１

月を想定しています。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） ありがとうございます。 

 紙ベースも残すということで、ネットが使えない

方にも配慮していただくという、それは当然のこと

だと思いますんで、その辺はよろしくお願いしたい

と思います。 

 そして、２０２５年１月からということも確認を

させていただきました。 

 小・中学校の体育館とか運動場とか、それぞれ各

スポーツクラブ２１が管理をしているんですけど、

その辺の関係はどうなんでしょうか。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 夜間開

放等につきましては、地域によって様々な管理主体

があるというふうに聞いております。例えば学校で

鍵を受け取るというところも多いと聞いておりま

す。その辺り十分調整しながら進めていきたいと思

っております。管理をされている側も市民の皆さん

の側も今回のことによって不便になったりはしな

いように少なくとも、不都合が出たりしないように

は進めていきたいと思っております。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 当然のことでありますけど、

市民の方にもスポーツクラブの人にも迷惑がかか

らないように。言われてるように、今はスポーツク

ラブ２１でいろんな運用方法があるんです。例えば

私は五荘地区のスポーツクラブ２１の会長をしと

るわけですけど、豊岡も一緒なんですけど、事務員

も採用してその辺の受付をちゃんとしとるんです

けど、ネットを使う人、紙ベースを使う人でもリア

ルタイムに空き状況とか、埋まってるとか、その辺

がどういうふうに分かるようになるんですか。ネッ
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トでは分かりますけど、紙ベースで申請された方は

どこが空いてるか空いてないかっちゅうのはスポ

ーツクラブ２１の事務員がおられるとこは分かり

ますけど、おられないとこで申込みをされて、いや、

それはちょっと待ってくださいというような対応

になるわけですかね。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 各施設

の管理をされる方、パソコンであったりスマホであ

ったり、その方は空き状況とかを同じようにご覧い

ただけますので、例えば紙で申込みに来られたら、

スマホでもパソコンでも、その空き状況を見てもら

って、空いていたら申込みをしていただきます。 

 導入する施設の、今おっしゃったような担当をさ

れてる方に対しては、導入前に操作研修をちゃんと

行いまして、その辺りは回せるように。これ、豊岡

市が全国で初めて導入するわけではございません

ので、よその自治体でうまくやってる事例を導入し

ていきたいと思っております。 

 また、導入後もヘルプデスク等によってシステム

提供業者のサポートを受けられるようになってお

りますので、そういった疑問点は、電話してもらっ

たら、ああ、こういうふうにしてもらったらいいで

す、分かりましたみたいなことはできると思ってお

ります。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 操作研修をされて、その辺の

使い勝手がはっきり分かるようなことをされると

いうことでありますが、それはいつ頃を予定されて

ますか。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 詳細に

は存じていませんけれども、導入前なので、今年の

秋ぐらい、１０月、１１月、１２月ぐらいを予定し

ております。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） ありがとうございました。 

 これも市民の方の使い勝手が悪くなるようなこ

とにはならないように、紙ベースの方も、ネットの

方は使いやすくなることはもう分かり切ってます

けど、その辺も踏まえて、よろしくお願いしたいと

思います。 

 続きまして、消防の関係でちょっとお尋ねをいた

します。 

 災害対応ドローン、今までいろんな議員がドロー

ンの導入を一般質問でもされておられました、私も

そうなんですけど、ドローンはするつもりはありま

せんとはっきり断られとったんですけど、それはそ

のときの対応で結構なんですけど、ドローンの活用

は、必ずこれはすべきだと思っておりましたし、か

なり豊岡市は遅いなというような実感です。やっと

かというような率直な感じです。 

 これは災害対応ドローンで、また水難救助のほう

とか、いろんな対応ができますし、消防だけでなく

て、災害のほうもいけますし、道路橋の点検等もい

けますけど、その辺は消防署としてはどのような使

い方を思っておられるんか、これは当然山火事とか、

火事の火元の特定とか、いろんな使い方の要素があ

りますんで、その辺はどういうふうに使用方法を考

えておられるのか。 

 そして、操縦の訓練とか、その辺もされるという

ことでありましたけど、免許も当然取らなくてはな

らないので、その人数とドローンの体制も含めて、

ちょっと教えていただければと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 消防本部、田中課長。 

○警防課長（田中 陽一） 今のご質問につきまして、

ドローンの活用、またライセンス等についてお答え

をさせていただきたいと思います。 

 まず、活用につきましてですが、５項目ほど上げ

ております。まず、火災対応です。これにつきまし

ては、長時間の活動を要する火災において、延焼拡

大の確認であるとか、また有効な筒先の配備ができ

ているかというようなところを各部隊の活動状況

の確認に活用しようと思っております。また、救助

の場面につきましては、山岳地や海岸線、また河川

等において、隊員が容易に入ることができない場所

での検索活動、また、情報収集といった部分につき

ましては、活動エリア周辺の状況の把握、また監視
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を行うことで、部隊の安全管理に活用したいと考え

ております。４つ目として、広域災害等の折には広

域的な被害状況を把握し、他機関との情報共有、ま

た活動内容の調整についても活用する。その他等に

つきましては、やはり俯瞰的な映像を記録できます

ので、活動後の検証であったり、隊員の教育の教材

にも使えるのか、また、調査、警戒活動、その他と

して市の防災訓練等の映像提供といったようなこ

とも考えておるところでございます。 

 もう１点のご質問につきまして、ライセンスのこ

とをお聞きいただきました。 

 これにつきましては、初年度は、２名の国家ライ

センスの取得を考えております。その後につきまし

ては、毎年１名程度の養成を考えており、後々全て

の操縦士が国家ライセンスを取得しているという

体制を目指しておりますけども、それまでは消防本

部内でライセンス取得者がしっかり操縦士を養成

していくというような計画にしております。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） ありがとうございました。 

 いろんな使い方がありますので、その辺はいろん

な面で活用していただければと思っておりますし、

ライセンスも初年度は２名ということでありまし

たけど、名前は分かりませんけど、このドローン班

の体制もしっかり計画はされておると思うんです

けど、ドローン班の体制はどんな感じで、どんな人

が主にやられるんか、ちょっとその辺の組織立った

ことを教えていただければと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 田中課長。 

○警防課長（田中 陽一） ドローンの運用方法につ

いて、資格取得者のことについて質問がありました。 

 初年度２名ということで考えており、その後１名

ずつの養成という話を先ほどさせてもらいました。

最終的に全ての操縦者が国家資格を有するという

ことで、消防本部では常に１０名程度の操縦士がい

ると、先ほど言ったような５つの部分での運用を賄

っていけるのではないかというふうに考えており

ます。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 今年が初めてですんで、まだ

体制的なものはなかなかしっかりできていないと

は思いますけど、行く行くはライセンスを取られて、

その人がトップになってというような、指揮はまた

別になるかしれませんけど、しっかり運用していた

だきたいと思います。何せ事故があってはなりませ

んので、人的な事故じゃなくても、このドローンを

落としたりすると、結局市のお金がかかりますので、

市民のお金ですんで、その辺の運用もしっかりして

いただきたいと思いますし、ほかの自治体の消防署

ではドローンの体制をしっかりされて、火災とか人

命救助とか、いろんなことで使われております。そ

して、もっとやっとられるところは、消防署でドロ

ーンの教室をして、その試験代行までされとるよう

なところもあります。行く行くはそれぐらいして、

先進的なことをやっていただきたいと思います。 

 私も先ほど言いましたけど、いろんな議員から一

般質問があり、やるのが私ははっきり言って遅いと

思います。ほんでも、ほかの自治体に追いついて、

追い抜くぐらいしっかりドローンの活用していた

だきたいと思ってますので、よろしくお願いしとき

ます。 

 それから、夏服とヘルメットの更新ということで、

私も消防団員だったんですけど、非常に夏は暑くて

大変だった。やっと夏服更新ということで、それは

消防団員にとって非常にありがたいことですし、そ

れも遅いなと思ってます。 

 そして、ヘルメットの更新ということでありまし

たけど、このヘルメットの更新って、耐用年数は５

年でしたでしょうか、何年でしたでしょうか。ヘル

メットによって違うかも分かりませんけど、その辺

の耐用年数を教えていただければと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 畑中課長。 

○危機管理課長（畑中 聖史） 今、委員もおっしゃ

いましたように、ヘルメットによって様々な耐用年

数があるということです。おおむね５年から１０年

というような耐用年数になっておりまして、実際過
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ぎてしまってるものもあろうかと思いますけれど

も、幸いにも今回予算をつけていただいて、順次更

新していきたいというふうに考えております。以上

です。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 今、課長が言われましたけど、

耐用年数が過ぎておるって、市としては絶対あって

はなりませんよ、そんなこと。そんなん平気でこう

いう場で発言したら駄目ですよ。どうですか、それ、

耐用年数が過ぎとるのがありますとか、そういう意

識はどうなんですかね。 

○分科会長（岡本 昭治） 畑中課長。 

○危機管理課長（畑中 聖史） すみません、耐用年

数が過ぎているものではなしに、過ぎてる可能性も

といった点でして、きっちり事前に更新してるつも

りではございます。申し訳ございません。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 耐用年数というのは、それは

もう法的に決まっているやつですからね、聞いてま

すか。（「聞いてます」と呼ぶ者あり）そういうこ

とはしっかり守っていただくように。ないとは思っ

てますけど、その辺はしっかり確認をされて、期限

が切れとるヘルメットが１個でもあってはなりま

せんので、しっかり対応していただきたいと思いま

す。もう一度答弁お願いします。 

○分科会長（岡本 昭治） 畑中課長。 

○危機管理課長（畑中 聖史） そのようにきっちり

更新させていただきたいと思っています。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） しっかりよろしくお願いしま

す。これも隊員の身の保全のためですから、その辺

の対応よろしくお願いします。 

 それから、但東の消防車庫の整備ということで今

回出てますけど、この消防車庫の耐用年数、長寿命

化というような話もあったかも分かりませんけど、

どういう整備ですかね、ちょっと教えていただけれ

ばと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 畑中課長。 

○危機管理課長（畑中 聖史） 但東の１分団という

のが資母コミュニティセンターの前にある消防車

庫なんですけれども、そちらに個人の方が持ってお

られる土地がありまして、そこをコミュニティセン

ターの駐車場として使っており、なおかつ消防団の

車庫の用地として一部使ってる土地がございます。

その土地を寄附していただくということになりま

した。実は寄附をいただくに当たり、２０２６か７

年か、２年ほど先になるんですけれども、もともと

消防団車庫の更新をする予定がございましたんで

すけれども、今回その寄附をいただくということで、

土地の取得に合わせて作業スペースをちょっと広

く取って今回建て替えをしようというふうなこと

でございまして、もともとは建て替えの計画があっ

たのを前倒しして、なおかつ土のうを作ったりする

ような作業スペースを設けていきたいというよう

なことで更新するものでございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 土地を寄附していただいて、

造り直すとか、その辺の整備をちゃんとされるとい

うことで、それはそれで非常にありがたいことです

し、団員の活動のしやすさも広がると思いますんで、

とてもいいことだと思いますけど、ほかの消防団車

庫もかなり古いやつがあると思うんですけど、これ

の更新とか、何年ぐらいで考えておられるのか、そ

して、車庫にはエアコンとかいうのは全部整備でき

てるんですか。トイレは全部水洗化になっとるかも

含めて、隊員が利用しやすいように、消火活動に専

念できるようなそういうスペースも含めて、整備状

況を確認させていただければと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 畑中課長。 

○危機管理課長（畑中 聖史） 消防車庫につきまし

ては、いわゆる詰所機能がある消防車庫と、本当に

車庫だけの車庫とがございます。消防車庫だけのも

のにつきましては、シャッターが開かないというよ

うなところがなく、雨漏りもしてないような状況で

あれば、車両の更新の際、もうどうしてもこれ以上

は無理だというようなタイミングで更新をするよ

うにしております。ですので、中にはちょっと古く

なっているものもございますけれども、そういった
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雨漏りとかが起きるまでに更新をするようにして

おります。 

 また、同様に、詰所がある車庫につきましても、

車両が入らないというようなことがございました

り、古くなってくるタイミングに合わせて整備をす

るような計画は持っております。 

 それから、トイレ等の関係ですけれども、消防車

庫だけのものについてはトイレがございませんの

で、詰所があるものにつきましては基本的にトイレ

もついておりますし、エアコン等もあるところもあ

りますけども、ないところもあるのは事実です。和

式のトイレがあるとこもあります。ちょっと資料を

持ち合わせておりませけれども、そういった整備の

ときには、洋式のトイレのほうに更新したりという

ことをやってるところでございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 車庫のみというのではトイレ

がついてないとこもあるかも分かりませんけど、や

っぱり車庫のみでもトイレはつけてあげんと、その

ときに来て、また火災現場行って帰ってきたときに、

そしたらどこへトイレをするのか。仮設トイレでも

結構ですから、その辺はつけるようなことをしてあ

げていただきたいと思います。そこらでもうしたら

ええわっていうわけにはいきませんから、その辺は

しっかりと、車庫だけであってもトイレの設置は必

要だと思います。 

 そして、詰所があるところでも水洗化されてない

ところもあるというようなことでありましたけど、

その辺も含めて調べられて、エアコンも含めて、必

ず水洗化とエアコン設置はしていただきたいと思

います。いかがでしょうか。 

○分科会長（岡本 昭治） 畑中課長。 

○危機管理課長（畑中 聖史） 消防車庫のみのとこ

ろにつきましては、コミュニティセンターが近くに

あったりですとか、地区の会館を借りられたりして

いるところがございますので、その辺でトイレをし

てということは基本的にございません。そういった

ところの整備も検討はしていく必要があるのかな

と思っております。 

 それから、水洗化のほうはできておりまして、洋

式化がちょっとまだということですので、その辺の

ところも更新に併せて検討していきたいなと思っ

ております。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 車庫のみでトイレはコミュニ

ティセンターが近くにあるっていったって、当然夜

中の火事なんかに出ることもありますんで。消防団

員がコミュニティの鍵を持っとるとかはないと思

います。消防車庫にコミュニティの鍵があるという

のを私は聞いたことありませんので、そこは使えま

せん。昼間だったら使えるんですけど、火曜日は休

みですし、その辺もありますんで、やっぱり仮設ト

イレでも結構ですから、しっかり対応していただき

たいと思います。再度、いかがでしょうか。 

○分科会長（岡本 昭治） 畑中課長。 

○危機管理課長（畑中 聖史） 検討していきたいと

考えます。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） よろしくお願いします。 

 あともう１点だけ。消防の広報車を３１０万円で

更新ということでありまして、走行距離も関連する

んでしょうけど、これの耐用年数、あと、高規格救

急自動車、防火水槽とか、防火水槽は悪くなったら

更新するんでしょうけど、そういう自動車関係の更

新、救急車も含めて、耐用年数と更新時期を教えて

いただきたいと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 田中課長。 

○警防課長（田中 陽一） まず、消防車両の更新の

めど、あくまでもめどといったことになります。救

急車につきましては１０年、消防車については１５

年、はしご車については２０年といったようなとこ

ろを一応のめどにしておりますが、これはあくまで

もめどで、走行距離であるとか、過去の整備の状況

であったりというようなことを加味して更新を進

めていきたいと考えております。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 今言われたように、当然基準

があって、走行距離とか使用がかなりあったりした
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ら更新も早めたりとか、どうもなかったらいいとか、

それはその車によって違うんでしょうけど、その辺

は運用していただいたら結構かと思っております。 

 消防の広報車の更新時期が今漏れてましたんで、

教えていただければと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 田中課長。 

○警防課長（田中 陽一） 先ほどの質問が一部漏れ

ておりました。 

 広報車といったような車両につきましては、その

他の車両と呼んでおりますが、これも大体１５年の

目安ということで、今回の但東の広報車もちょうど

１５年目の更新になっております。めどを１５年と

しております。以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） ありがとうございました。い

ろいろと車の関係はその運用によって当然違うこ

とでありますんで、その辺は消防隊員の使用に不具

合がないようによろしくお願いしたいと思います。

特に救急車なんかは患者さんを運ぶものですから、

不具合があってはなりませんので、その辺もしっか

り対応もお願いしたいと思います。 

 それともう１点、防火水槽のこの１，６００万円

っちゅうのはどこの分でしたか、ちょっとお尋ねを

したいと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 畑中課長。 

○危機管理課長（畑中 聖史） 防火水槽１，６００

万円につきましては、出石町の安良地区に設置する

ものでございます。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） よろしいですか。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） 出石町の安良地区に新たに設

置ということでよろしいんですか。 

○分科会長（岡本 昭治） 畑中課長。 

○危機管理課長（畑中 聖史） 新たに設置するとい

うことでございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 今まではなかったということ

なんですか。 

○分科会長（岡本 昭治） 畑中課長。 

○危機管理課長（畑中 聖史） 消火栓とかがありま

して、防火対象物から何メートル以内ということで

円を描いていくと、ちょっと弱いところがあるとい

うことで、区のほうに相談して造りませんかってい

うようなことを言いますと、ここの土地を提供する

ので造ってほしいっていうようなことがございま

して、新規の作成ということになります。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 畑中課長、今言われた、その

範囲というのはどの辺の範囲、基準はどんな感じで

すか。いろんな消火栓がありますわね。 

○分科会長（岡本 昭治） 畑中課長。 

○危機管理課長（畑中 聖史） 家ですとか、いわゆ

る防火対象物から半径１４０メートル以内に消火

栓なり、防火水槽なりということになります。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 安良地区ではそれが範囲から

外れとるから設置ということでよろしいんですね。

豊岡市内でほかにそういうところはないというこ

とでよろしいんですかね。 

○分科会長（岡本 昭治） 畑中課長。 

○危機管理課長（畑中 聖史） １４０メートルの中

に空白地帯があるというわけではなく、どちらかと

いうとちょっと弱いので強化をするというような

考え方です。 

 ほかに豊岡市にそういうところがないかと言わ

れますと、あるところは順次やっていっております

し、その地区の外れのほうにぽつんと急遽家を建て

られたりすると厳しいところもあるのは事実のと

ころでございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 今１４０メートル範囲で、１

軒ぽつんとあるところまではなかなか難しいと思

います。それはホースを延長したらいい話ですんで、

その辺は対応できると思いますけど、その辺がなる

べくないような感じで、市民の命に関わることであ

りますんで、しっかり対応していただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 以上です。ありがとうございました。 
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○分科会長（岡本 昭治） いいですか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 自分ごと化会議なんですけれ

ども、これ３８人くらいとおっしゃってましたけど

も、この自分ごと化会議は、各振興局も含めて１つ

ずつということでありますでしょうか。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 自分ご

と化会議は１か所で行います。その中に、性別、年

齢、それから居住地域が様々な方がお越しになるよ

うにお声がけをしていきたいというふうに思って

おります。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） １か所で３８名だったら本当

に限られた人数になりますので、そこら辺、差がな

いようにしっかり抽出していただきたいなと思い

ます。なかなか難しいかなと思いますけど。 

 それからもう１点、交通のほうで。先ほど２０２

４年からトヨタ・モビリティ基金で、信金と２者が

主体で移行していくというような説明があったん

ですけども、具体的に教えてください。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 豊岡ス

マートコミュニティ推進機構、ＴＳＣと呼んでます

が、ＴＳＣは、２０２０年の５月からトヨタ・モビ

リティ基金と一緒にやってきて、約４年経過しまし

た。トヨタ・モビリティ基金さんから、テーマごと

にはやりたいけれども、今みたいにトヨタ・モビリ

ティ基金が前面に立ってやるのはこの辺りまでに

したいというふうな申出がありました。 

 一方で、但馬信用金庫さんからは、この地域が活

性化するか、特に若い人がこの地域で活躍するかど

うかというのは地域全体の、ひいては但馬信用金庫

さんそのものの今後に関わるというふうなことで、

積極的に関与したいという申出がありました。以前

から但馬信用金庫さんはこのＴＳＣの監事として

関与していただいたんですけれども、トヨタ・モビ

リティ基金さんと入れ替わるような形で、一緒にや

っていきたいというふうなお申出がありまして、じ

ゃあ地元主体で一緒にやりましょうというふうな

方向性を出したところです。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） この交通のことについては、

各地域で大変困っておられる課題ですので、今まで

トヨタ・モビリティ基金が先頭になってやっていら

っしゃった中での検証も含めて、信金さんに移行で

きるように、地域の活性化がそこにつながるように

しっかりと市としても十分関わっていかれると思

うんですけども、その辺はどんな考えでおられます

か。 

○分科会長（岡本 昭治） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 上田委

員さんおっしゃるように、しっかり関わっていこう

と思っております。かつ、先ほど交通のことをおっ

しゃったんですけれども、交通関係だけではなくて、

市民の皆さんの中にはこういうことをやりたいと

いうふうな様々な思いをお持ちの方がいっぱい、特

に若い方中心にいらっしゃいますので、そういった

方の活動を支援していくことによって、この地域の

課題を改善したり解決したりすること、そちら向き

に進んでいきたいと思っております。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 分かりました。よろしくお願

いします。 

○分科会長（岡本 昭治） よろしいですか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 以上をもちまして分科会審査の午前の部を終了

したいと思いますが、ここで委員の皆さん、当局職

員の皆さんから何かありましたらご発言願います。

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（岡本 昭治） ないようですので、明日

１９日火曜日の委員会審査は、午前９時３０分から

当委員会室で行いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、当局の皆さんは、塚本行政管理部長、

久保川行政管理部次長を除いて退席していただい

て結構です。お疲れさまでした。 

 ここで分科会を暫時休憩します。 
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午前１１時３１分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１１時３３分 委員会再開 

○委員長（岡本 昭治） 委員会を再開します。 

 議事順序を変更して、４、報告事項、（１）活用

の進まない学校跡地の譲渡・貸付要件の変更につい

てに入ります。 

 それでは、説明をお願いします。 

 久保川部次長。 

○行政管理部次長（久保川伸幸） 事前に資料を提供

させていただいております。今、長ったらしいタイ

トルがありました。活用が進んでいない学校の跡地

につきまして、今までと少し譲渡ですとか貸付けの

要件を変更していって、少しでもその活用につなが

ればということで考えております。 

 一番上のところでありますが、閉校後３年を経過

しても活用の進まない学校跡地については、未利用

施設の活用の促進策としてということで、例えばで

すけども、奈佐小学校と港西小学校が、もう既にこ

の３月で丸３年になります。その間で実際にプロポ

ーザルとかもしてきましたけれども、実際の活用に

はつながっていないという現状がございます。 

 そうしたとこで（１）番として、初回プロポーザ

ルから３か年を経過した場合には、今は土地は評価

どおり、それから建物については、利用促進をして

いただいて地域の活性化につながることが目的で

ということで、建物については無償で貸す場合も売

る場合もという条件にしておりますが、その土地の

定価どおりというところについても価格の条件を

変更して、民間がこういうことでなら使えるよとい

うような提案も受けるようなプロポーザルをでき

ればということで、３年経過したものについては、

そういったことで再募集をしていくというような

動きをさせていただきたいということが１点目。 

 （２）番目としては、暫定利用の延長を希望され

る場合には、さらにその暫定利用の延長ということ

についても対応をしていきたいということでござ

います。 

 現在、今言いました奈佐小学校と港西小学校は３

年も経過して、契約も今３年満了しようとしており

ますが、地元の意向をお聞きしますと、まだ処分が

進まないということであれば、引き続き暫定利用と

いうことでお願いをしたいというご希望を聞いて

おりますので、そういったことに対応したいという

のが大きな２点です。 

 下のほうの各表のところで、狙いとか（１）番で

書いておりますけども、要は活用が進んでいないの

で、少しでも活用につなげていって、資産管理の負

担の軽減と財源の確保にもつながればいいし、地域

の活性化にも少しでもつながるようなことができ

ればということです。 

 下の（２）番の現状・課題というところでは、１

番から８番までたくさん理由を書いてますが、なか

なか学校跡地の活用というのは、うちだけではなく

て、よそもなかなか進まないという中で、現実とし

て活用できてるところは、よその自治体でも貸して

という場合がほとんどで、実際に買ってまでという

のはなかなか進まないということもあると。まして

や全く無償で、土地も建物も無償でお貸ししながら

というところも現実としてはあろうかと思います。

ただ、一気にそこまでというのはなかなか難しいか

なということも考えて、まず３年間は今までの基準

どおりでやりながら、今の段階ではその３年を経過

する中では提案という仕組みが取れるんではない

かということです。 

 下の（３）番のところで、他課との調整につきま

しては、そういった暫定利用についてですとか、社

会体育施設の在り方みたいなこともあって、文化・

スポーツ振興課のほうともいろいろ協議をしてお

りまして、今の方法でやっていこうという考え方で

す。 

 右側の上で（４）番の事業の概要ということです。

ここが今回のメインのところですけども、①番で公

募プロポーザルの緩和としております。そのうちの

ア、譲与・減額譲渡というところです。そのうちの

ａについては、今までからやっている土地について

は適正な金額でお渡しをして、建物は無償で譲与し

ますよというのが今まで。ｂのところが、この３年
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を経過してから、今回からこういう方法をというこ

とで、ａの要件で事業者公募から３年を経過しても、

なお譲渡に至らない場合には、土地の価格から、市

場性がこんなことだからとか、事業経営しようと思

うとこのぐらい出ないととか、この建物、もうそろ

そろ撤去することに等しいぐらいなんで、この辺は

減額をというようなことで提案があって、それでも

なお提案の内容が地域の活性化にもつながるし、プ

ロポーザルの結果として１００点満点中の６０点

以上を取ってないと、いずれにしても採用はしない

ということではありますけども、そういったことを

含めて審査をさせていただくことを可としていき

たい。 

 もう一つ、イのところで、貸付けの場合、無償・

減額の貸付けですけれども、ｃ、上記のａの要件で

というようなことでやっているのは、今もやってい

るやり方で、土地は有償で建物は無償で貸しますよ

というのが今の条件です。ｄというのを新たに加え

ていって、今の３年を経過しても、まだ活用に至ら

ない場合には、この貸付けの、例えば期間ですとか

貸付けの価格、先ほどの譲渡の場合と同じですが、

こんな価格でならというようなことの提案もでき

るようにしていくと。そういうことで、少しでも活

用につながる方法につなげていきたいというのが

このｄでございます。 

 その後ろにちょっとアンダーラインを引いてお

りますが、さらに状況によっては、今までも一生懸

命プロポーザルでとにかく長期の貸手を探すとい

うことばかりではあったんですけども、これだけな

かなか活用が進まない場合には、例えば１年とか２

年とか、そういった短期であっても、貸してくださ

いという希望があれば、それにも対応していくとい

うことも対応していきたいというふうに考えてい

ます。 

 ②番で、価格の減額提案の評価ということです。

今までは、土地については適正な価格でということ

でスタートしておりましたけども、この価格につい

ても、一応今の、例えば奈佐でしたら二百何万円っ

て言っている貸付けの金額を、一応最高だとか基準

だとか、そういうことにしながら、それより低い場

合には金額分の実際に提案あった金額のポイント

いうような評価の中で、そこは下がるんだけれども、

全体の地元への貢献度だとかが高くって、トータル

で１００分の６０点を取っていればいいというこ

とで審査をしていくようなやり方をしていきたい

という考え方が②番です。 

 ③番の暫定利用の延長ということで、これは先ほ

ども言いましたように、地元からは既に延長の希望

を聞いておりますので、基本３年を単位にしながら

延長していくということでしていきたいと。 

 それから、④番目です。暫定利用の場合の契約者

の負担につきましては、光熱費、建物の保険料につ

いては従前どおりお願いをするということで、基本

的には条件は変わらないんですが、ただしというと

ころで、実は奈佐小学校につきましては、一部借地

がございまして、この体育館部分をお貸しする、そ

の部分だけの借地料も今まではお支払いいただい

ていたんですが、ちょっと少し考え方を変えまして、

そうはいっても建物が残る限りは、市においてそこ

をいずれにしても負担をしていかざるを得ない課

題ではありますので、そこの借地料については、も

う地元に負担を求めないという対応で、あくまで光

熱水費と建物の保険料だけを負担をいただくとい

うことにこれからは整理していきたいということ

でございます。 

 下の（５）番で、そうしたことの効果ということ

で、少しでも要件を緩和することで、応募しやすく

なる、それが結果として利活用につながるというこ

と。暫定利用につきましても、使える間ということ

にはどうしてもなりますけれども、地域のコミュニ

ティの活動の継続ということにつながるのではな

いかなと考えます。こういった対応を、３年を経過

したものから順次させていただくというようなこ

とについてご理解をいただきたい。 

 下の（６）番のスケジュールというところでのイ

メージです。２３年の１０月までのところで暫定利

用の希望を聞いております。この４月からは奈佐と

港西については暫定利用の延長ということでの手
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続をさせていただきたいと思います。さらに、提案

型のプロポーザルというもので事業者の再募集も

していくということについて、一定のタイミングで

対応をさせていただきたい。 

 ただし、その下のところで、２４年の８月からと

いうことで、この奈佐小学校につきましては、先ほ

ど上の（４）番の①番のイのｄのところのアンダー

バーを引いたところ、状況により普通財産の短期の

貸付けも可ということにしたいというふうに言い

ましたが、実は市内の事業者、かばん事業者の大き

いところですけども、株式会社由利さんのほうから、

今ある事業所をまるきり建て替えをしていきたい

と。そうすると、１００人規模の事業所でございま

す。駐車場も相当の台数が要る、それから建物を建

て替えるということで、２年弱、その間の代替の事

業所が必要なんだけれども、これだけの規模のとこ

ろが入るところがないということでご相談を受け

まして、奈佐小学校の体育館は地元にお貸しをしま

すが、それ以外の校舎の部分全てを借りて、そこで

仮の事業所ということで事業を継続できないか。 

 さらに、グラウンドにつきましても、今地元にお

貸しをして、大体グラウンドゴルフの練習というこ

とで芝のないところを使っておられますけれども、

その奥の広い奥側といいますかね、そちらのほうは

ほとんど使っておられないということで、１００台

からの駐車場スペースとしてそこも使っていいで

すよということで、地元のほうとも内々の協議をし

ておりましたが、それは結構だということでお聞か

せをいただきましたので、このグラウンドについて

も約３，０００平米を駐車場用地ということでお貸

しをすると。これで体育館とグラウンドの一部は地

元としては使えるので、今までの活動に特に支障は

ない。 

 なおかつ、光熱費の負担も、先ほど言いましたよ

うな軽減も図るんですが、さらに水道代はメーター

検針しても１立米を動くか動かないかですので、こ

れも含めて株式会社由利さんのほうが、その間は持

ちましょうと。電気は大きな電気を思い切り使われ

る事業者ですので、体育館との間に子メーターをつ

けて、地元が使われる分だけは、この子メーターの

動いた分だけを、今までと同じように１立米当たり

２７円という自動販売機程度の負担でお願いをす

る。残ったところの本体で動いたメーター分は、ま

るきりを由利さんがそのとおりにちゃんと払って

いただくというような対応をさせていただきたい

ということで、これは今、具体的な契約にはまだ至

っておりませんが、そういったお申出をいただいて

申請書を取りあえず預かりましたので、今、プロポ

ーザルは止めた状態になってございます。そうする

中で、実際の契約の協議をしていって、事業者とし

ては８月ぐらいからいよいよ現場に入れるような

ことでお願いをしたいとお聞きしておりますので、

そういったことでご理解をいただきたいと思いま

す。 

 押しなべて、今後ということでいいますと、閉校

になりました、そうすると、まずは公共的な使い方

があれば、それが一番最初です。地元が使われる場

合は、それが優先です。それもないってなって、も

う民間ってなった場合にはサウンディングをして、

公募型プロポーザルで実際の事業者を募集して、そ

れでもないってなると、随時のプロポーザルという

ことで、１件でも応募があればというような順番に

なります。それでも一定の年数、３年程度経過する

と、今回の価格の提案型のプロポーザルということ

に移行をしながら、少しでも活用につながるような

方策を取っていきたいということで、少し３年目か

らは運用の仕方を変えたプロポーザルを実施した

いということでご理解をいただきたいと思います。 

 説明は以上です。 

○委員長（岡本 昭治） 説明は終わりましたので、

何か質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） 体育館の底地は民地いうこと

で、これは奈佐小ですけどね、それは以前から伺っ

とるんですけど、これはもうぜひお貸ししたらいい

と思いますけど、プールはどないなりますんかいね。 

○委員長（岡本 昭治） 久保川部次長。 

○行政管理部次長（久保川伸幸） プロポーザルで貸
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す、売るというときには、プールも何も一体で全部

を使ってくださいというのが条件なんですが、こう

いう短期の部分利用ということになりますと、そこ

はもうプールは使わないということですので、プー

ルは今のところは残ったままということになりま

す。 

○委員長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 由利さんのほうで、これは仮

にということですけど、行く行くは購入みたいな話

にはなり得ない、どうですか、その辺は検討の余地

があるという感じなんですかね、由利さんからした

ら。 

○委員長（岡本 昭治） 久保川部次長。 

○行政管理部次長（久保川伸幸） 由利さんにつきま

しては、今、五荘大橋のところに大きな建物があり

ます。そこをまるきり建て替えをしたい、その仮の

事務所ということで使いたいというお申出ですの

で、要はそこを工事して新しく事業所をもう一度建

て直されますので、奈佐小学校をそのままというこ

との希望はないということです。 

○委員長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） ぜひ処分の方向で、底地にし

ましても、建物は無償で、底地も割安にいう格好で、

ぜひその辺はいろんな業者さんにも買ってもらえ

るような雰囲気をつくっていただきたいと思いま

す。いっぱいありますので、よろしくお願いしたい

と思います。その辺はどうですかね、今後、ほかの

ことも含めて。 

○委員長（岡本 昭治） 久保川部次長。 

○行政管理部次長（久保川伸幸） 先ほども言いまし

たように、今までは、土地は評価どおり、建物は地

域の活性化につながることを目指して無償でとい

う条件が今までのステップでした。ですけれども、

それだけではなかなか厳しいなということがあり

ますが、こちらがはなから全てただですという提案

というのは、やっぱりなかなか厳しいなとは思いま

すので、向こうがこんな条件で、こういうことでだ

ったら使えるけれどもどうだということの提案を

基本受けるというような仕組みにするという中で、

これが次のステップとしてはいいんではないかな

というふうに考えております。 

 ですので、ここはどんな提案が実際に出てくるの

かについては分かりませんけれども、それを評価す

る中で、適切であればそこが採用されるという方法

でいきたいと思います。 

○委員長（岡本 昭治） いいですか。 

○委員（西田  真） 以上です。 

○委員長（岡本 昭治） 石田委員。 

○委員（石田  清） 質問ですけども、アのｂのと

ころですけども、建物除却費相当の減額提案って書

いてあるんですけど、どの鑑定評価を見ても、建物

を除却せな土地が使えんよみたいな話であれば、こ

れは普通鑑定評価でも減額してくるのと違います

か、今どうなってますか。 

○委員長（岡本 昭治） 久保川部次長。 

○行政管理部次長（久保川伸幸） 現実として、今、

鑑定評価をそれぞれにいただいていまして、減額を

してまでという評価になっているものは全体とし

てはないです。ただ、部分的にいうと、もう一定の

年数がたっているちっちゃい建物も中にはありま

す。そういった部分をどう評価するかということに

なります。 

 今、最初に閉校したときに、鑑定評価をお願いし

ますけれども、一定年数たったときも、時点修正だ

けで処理をしていこうと思います。そうすると、た

だになるという評価は多分出ますけれども、鑑定依

頼をした場合、それを壊してまでという評価をしよ

うと思ったら、もう一度別の評価を新たにお願いし

ないと、そういった評価をしていただきにくいかな

と。こちらとしても、大きなものがそのぐらいの年

数がたった場合には、再度そういった評価をした上

で出すというのももちろんあるかと思いますけど

も、今現時点でいうと、減額をせなあかんというこ

とが評価として出てきているものはありません。 

○委員長（岡本 昭治） 石田委員。 

○委員（石田  清） 例えば、プールだって、事業

所で使うのは無理で要らんから、これ除却せないか

んというような話で、そこを減額するということは
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できないと分かりますし、それ以外の、今ないんで

あれば、そういうふうなほうが売りやすいというこ

とであればいいんですけれども、何かちょっと実態

と合わないんじゃないかなって。こういう制度を入

れたとして、誰か手を挙げるかなという思いがある

もんですから、それだけちょっと確認です。 

○委員長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 地元の奈佐小学校を、こうい

うふうに由利さんが２年近く借りてくれるという

ことは、本当はそこを使っていただけるようなこと

になればいいかなと思いますが、取りあえずは地元

としては歓迎すべきかなと思っています。 

 それで、ご存じのように、奈佐コミュニティでイ

ベントをしたときに、あそこを駐車場として使って

まして、毎年そういうときに参加するんですけども、

ほぼ１００台近く止まるときもあるんですね。そこ

をちゃんと由利さんのほうに依頼して、そこがなく

なったら、奈佐地区の人だけでなくて、五荘とか豊

岡地区の方もいっぱい来られるもんですから、そこ

はコミュニティとしては、大切なイベント会場とし

て、駐車場として使用せんなんので、しっかりとフ

ォローというか、確保をよろしくお願いします。 

○委員長（岡本 昭治） 久保川部次長。 

○行政管理部次長（久保川伸幸） 今おっしゃったよ

うなことにつきましては、地元の区長会長とかとも

協議をさせていただく中で、そういった意向もあら

かじめお聞きしております。まだ契約には至ってお

りませんけれども、株式会社由利さんのほうとも、

こういった場合にはどうかということで言ってお

りましたら、基本、土日は休みの事業者ですので、

そういった自分のところが休みの場合で、そういう

可能性があれば幾らでも協力をさせていただくと

いうことでおっしゃっておりますので、普通何事も

なければ、多分そういったご協力はいただけるとい

うふうに考えています。 

○委員長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） あと１点、地元の一部の方か

ら、あそこは駐車場として整備がしてないんで、毎

日毎日１００台ぐらいの車が止まったら、結構ぼこ

ぼこになるというか、削れたりとかいろいろするん

じゃないかなっていうような不安の声もあったり

します。実は昨年も、午前中ですけども運動会をコ

ミュニティとしてやったことがありまして、そうい

うときに区長会とかで伸びてる草を早くから全部

草刈りしたりとか、整備したりとかしとられたんで

すけども、あまりにもひどいような状態にはならな

いように、ぜひそこら辺は言っといてほしいんです

けど。 

○委員長（岡本 昭治） 久保川部次長。 

○行政管理部次長（久保川伸幸） グラウンドの状況

から、今おっしゃるような懸念は、私たちのほうも

事業者にお伝えをしました。そこにどういう対策を

されるのか、冬も当然ずっとお使いになるというこ

とですので、その辺の対策は、こちらとして何かを

してということはいたしませんが、向こうとして、

例えばどろどろのままになっても困りますので、そ

こは対策をそちらのほうでしていただくようにと

いうことでお願いはしております。 

○委員（上田 伴子） 分かりました。 

○委員長（岡本 昭治） いいですか、ほかは。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 それでは、当局職員の皆さんは、ここで退席して

いただいて結構です。お疲れさまでした。 

 ここで委員会を暫時休憩します。再開は午後１時。 

午前１１時５５分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後 ０時５６分 委員会再開 

○委員長（岡本 昭治） 皆さん、こんにちは。それ

では、皆さんおそろいになりましたので、総務委員

会を再開いたします。 

 委員の皆さん、並びに当局職員の皆さんは、質疑、

答弁に当たりましては、要点を押さえ、簡潔明瞭に

行っていただき、スムーズな議事進行にご協力をお

願いします。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長、分

科会長の指名の後、マイクを使用して、課名と名字

を名のってから行っていただきますようお願いし

ます。 
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 それでは、これより３、協議事項、（１）付託・

分担案件の審査について、ア、委員会審査に入りま

す。 

 第３１号議案、令和６年度豊岡市管理会財産区特

別会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 但東振興局地域振興課、道下課長。 

○但東振興局地域振興課長（道下  一） 令和６年

度豊岡市特別会計予算並びに予算説明書の２２９

ページをご覧いただきたいと思います。よろしいで

しょうか。 

○委員長（岡本 昭治） はい、どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（道下  一） 第３１号

議案、令和６年度豊岡市管理会財産区特別会計予算

について説明いたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ１８９万８，０００円と定めています。 

 ２４１ページをご覧ください。説明欄でございま

す。歳出から説明します。高橋財産区の管理委員と

いたしまして５名おりますけれども、こちらの委員

報酬など人件費、そして一般管理費、財産管理費、

予備費を計上しています。前年比は一般管理費の人

件費で同額変わらず、消耗品費等で３万１，０００

円を減額、財産管理費も４，０００円減じています

が、予備費は１万８，０００円の増額としています。 

 続きまして、２３９ページをご覧ください。こち

らは歳入になります。利子及び配当金、財産貸付収

入、不動産売払い収入、前年度繰越金、預金利子を

計上しています。前年比は基金利子収納見込みを僅

かに減額しているほか、今年度はＮＴＴ電柱の借地

料収納が見込まれるため、財産貸付収入３万７，０

００円を増額し、前年度繰越金は５万円減額してい

ます。それ以外の歳入は、前年と変更ありません。 

 説明は以上になります。 

○委員長（岡本 昭治） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） ご異議なしと認めます。よ

って、第３１号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 委員会を暫時休憩します。 

午後１時０１分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時０１分 分科会再開 

○分科会長（岡本 昭治） 分科会を再開します。 

 これより３、協議事項、（１）付託・分担案件の

審査について、イ、分科会審査に入ります。 

 午前に引き続き、第２３号議案、令和６年度豊岡

市一般会計予算を議題といたします。 

 第２３号議案中、当分科会に審査を分担されまし

たのは、所管事項に関わる歳入予算、全項目の人件

費を含む歳出予算、債務負担行為、地方債、一時借

入金及び歳出予算の流用についてであります。 

 本案につきましては、予算説明書の説明欄に所管

課を明記しておりますので、逐一、事業名称と予算

額のみを説明いただく必要はありません。十分な質

疑時間を確保するためにも、当局には新規事業や前

年度から大きな変更のあった事業及び主要事業等

を主として説明いただくよう依頼しております。 

 当局の説明は、まず人事課から全体の人件費を含

めて説明をいただき、その後、組織順で各担当課か

ら歳入及び歳出等を一気に説明願います。質疑は、

説明が終わった後、一括して行います。 

 なお、委員は、紙の当初予算書を持っておりませ

ん。当局職員の皆さんが説明される際には、説明す

るページを委員が開いたかどうかを確認しながら

ゆっくり説明してください。 

 それでは、順次説明願います。 

 人事課、岡課長。 

○人事課長（岡  亮吾） 令和６年度の人件費につ

いてご説明いたします。 
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 事前にお配りしています人件費当初予算節別比

較（全会計合計）の資料をご覧ください。よろしい

でしょうか。 

○分科会長（岡本 昭治） はい。 

○人事課長（岡  亮吾） それでは、費目ごとに説

明いたします。 

 報酬です。報酬につきましては、前年度と比較し

３，２９８万５，０００円の増額としています。報

酬にはパートタイム会計年度任用職員の報酬を計

上していますが、主な要因としましては、人数が増

加することと、４月から給料表が改定されることに

伴い増額となっております。 

 次に、給料です。給料につきましては、３，３２

５万１，０００円の増額としています。主な要因と

しましては、人事院勧告に基づく給料改定によるも

のです。給料には正規職員とフルタイムの会計年度

任用職員、公営企業のパートタイムの会計年度任用

職員分を計上しています。 

 手当です。手当につきましては、全体で２億６，

５８５万５，０００円の増額としています。主な要

因としましては、特殊勤務手当のコロナ対応手当と

時間外勤務手当の県議会議員選挙に係る時間外勤

務については大きく減少していますが、期末勤勉手

当が人事院勧告に基づき、支給月数がそれぞれ増加

することに加えて、会計年度任用職員が新たに勤勉

手当の支給対象となることによるものです。 

 共済費です。共済費につきましては、５，４２５

万１，０００円の増額としています。共済費の増加

要因としましては、ベースとなる給料、報酬の増加、

期末勤勉手当の支給月数の増加、会計年度任用職員

が勤勉手当の支給対象となることによるものです。 

 最後に、負担金についてですが、退職手当組合負

担金３１２万９，０００円の増としています。主に

はベースとなる給料改定によるものとなっており

ます。 

 以上、令和６年度の職員人件費の総額は９１億１，

９４７万２，０００円で、令和５年度と比較して３

億８，９４９万５，０００円、率にして４．４６％

の増となっております。 

 人件費の説明につきましては以上です。 

 引き続き、人事課所管の歳入歳出につきまして、

主なものをご説明いたします。 

 予算書の８５ページをご覧ください。まず、歳出

です。下から３行目の人事給与費についてですが、

今年度の当初予算と比較して２１６万７，０００円

の増額としています。 

 ８７ページをご覧ください。上から１０行目に業

務委託料がありますが、そのうち人事給与システム

改修業務、就業管理システム改修業務が来年度の新

規業務となります。主には令和６年度から会計年度

任用職員も勤勉手当の支給対象となることから、シ

ステムに対応プログラムを付加するなど、システム

全体の構築を行うこととしております。 

 また、中段の職員研修事業費の上にクラウド使用

料がありますが、令和５年度から業務委託料として

計上していました統合型人事情報システムと職員

採用管理システムについては、クラウド使用料に組

替えを行っております。 

 続いて、同じページの中段、職員研修事業費につ

いてですが、今年度当初予算と比較し６万４，００

０円の減額となっております。来年度、４月から新

たに兵庫県国保医療課へ職員派遣を行いますが、兵

庫県市町振興課の派遣が終了したことに伴い、旅費

等の増額は生じておりません。 

 そのほかの歳出につきましては、ほぼ例年どおり

の計上となっております。 

 次に、歳入です。６９ページをご覧ください。上

から１０行目、派遣職員給与費等負担金についてで

すが、新たに兵庫県国保医療課への派遣に伴い、全

体で７１４万２，０００円の増額となっております。 

 そのほかの歳入につきましては、ほぼ例年どおり

の計上となっております。 

 続きまして、キャリアデザイン推進事業につきま

しては、岸本次長から説明いたします。 

○分科会長（岡本 昭治） 人事課、岸本部次長。 

○総務部次長（岸本 京子） 私からは、取組から７

年になりますキャリアデザインアクションプラン

に関わる事業について説明をさせていただきます。 
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 それでは、９６ページ、９７ページをご覧くださ

い。下段寄りになるんですけれども、キャリアデザ

イン推進事業費というものがございます。６１５万

４，０００円を計上させていただいております。全

体事業費は当初予算ベースで２０２３年度７９２

万７，０００円と比較しまして２０２４年度は６１

５万４，０００円となっておりまして、２２％の減

となっております。 

 減額理由といたしましては、毎年実施をしており

ます職員意識調査に係る経費６６万円を、経常的な

経費として人事課人事給与費で計上しております。

その上で、継続して実施することとしております。

また、キャリア形成を柱とした研修の回数などを精

選しまして、経費の削減を図ったことによるもので

す。 

 本日は、事務費関連以外の業務委託料について説

明をさせていただきますが、予算を伴わない日常的

な取組も改善しながら継続をしてまいります。例え

ば、キャリアサポートシートの作成は、新年度から

人事情報システムの活用を行ってまいりますし、今

年２月１日に目標の取得率１００％を達成いたし

ました男性の育児休業取得促進も、引き続いて取り

組んでまいります。 

 それでは、先ほど申し上げました９７ページ、中

段より下の１２節業務委託料６０５万４，０００円

をご覧いただきたいと思います。職員のキャリア形

成支援に関連する研修業務委託料として、４１５万

３，０００円を見込んでおります。主な研修としま

しては、全職員を対象といたしましたｅラーニング

を活用した研修、これを来年度は本格実施をいたし

ます。１３２万円を予定しております。 

 そのほかには管理職のマネジメント力向上研修、

中堅職員を対象としたリーダーシップ実践研修参

加への実施などを予定しておりますし、定年が延長

されていくということもございまして、シニア世代

を対象としたセカンドキャリア研修３０万２，５０

０円なども予定しております。 

 さらに、新年度はハラスメント外部相談窓口をキ

ャリア相談にまで拡充いたしまして、職員の自律的

なキャリア形成の支援を予定しております。この予

算として、職場環境改善業務５１万８，０００円を

予定しております。 

 私からは以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 総務課、太田垣課長。 

○総務課長（太田垣健二） 総務課が所管いたします

１３件の事業のうち、主な事業、それから前年度と

比較して増減額が大きい事業について説明をさせ

ていただきます。 

 ８２ページ、８３ページをお開きください。８３

ページの説明欄の下から１２行目の一般管理費で

ございます。記載されております一般管理費の総額

のうち４，３８３万３，０００円が総務課所管分で

ございまして、ここでは主に市広報等の文書の発送、

それから入札契約事務、法令関係事務など、行政事

務の執行に必要な経費や地区集会施設の整備に係

る補助金等を予算計上しておりますが、２０２３年

度の当初予算額と比較いたしまして約１，１００万

円の増額となっております。これにつきましては、

２０２４年度から運用を開始する電子決裁・文書管

理システムの利用料と、それから豊岡道路の２期工

事に伴いまして、岩井にございます旧豊岡清掃セン

ターの中に保管をしております文書等の移転業務

の委託料を計上したことによるものが原因と分析

をしております。 

 続きまして、８４ページ、８５ページをお開きく

ださい。８５ページの説明欄、下から１４行目の区

長会費でございます。ここでは市広報等をはじめと

しまして、市からの行政文書等の区内の各戸への配

付に係る各区への業務委託料、区長連合会への交付

金、事務費等を予算計上しておりますが、２０２３

年度当初予算と比較いたしまして約３６０万円の

増額となっております。これにつきましては、自治

会活動保険に関する事務を２０２４年度から総務

課が所管することになったため、自治会活動保険加

入費の補助金を計上したことによるものでござい

ます。 

 続きまして、９０ページ、９１ページをご覧くだ

さい。９１ページの３つ目の説明欄１行目、庁舎管
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理費でございます。ここでは本庁舎及び豊岡稽古堂

の維持管理に必要な経費を予算計上しておりまし

て、今回、本庁舎及び稽古堂の照明設備のＬＥＤ化

に向けました費用を投資委託料、実施設計として３

３０万円を盛り込んでおりますが、２０２３年度、

前年度と比較いたしますと約４，９００万円の減額

となっております。これは公共施設の包括管理への

移行に伴いまして、委託料を中心とする維持管理に

要する予算の所管が変更になったことによるもの

でございます。 

 今度少し飛びまして、１４４ページ、１４５ペー

ジをお開きください。１４５ページの上から２つ目

の説明欄、上から４行目の全国家計構造調査費でご

ざいます。これは５年ごとに実施いたします統計法

に基づく国の基幹統計調査の一つでありまして、２

０２４年度がその実施年度となっております。この

調査は、家計における消費所得、資産及び負債の実

態を総合的に把握をし、世帯の所得分布及び消費の

水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにするこ

とを目的とするものでございまして、ここでは調査

に必要な事務費を計上しております。 

 また、同じ説明欄の１行目に人件費とございます

が、ここでは今説明をいたしました全国家計構造調

査費に係る調査員の報酬を予算計上しております。

これらの財源は全額県からの委託金を充当してお

ります。 

 続きまして、同じく１４５ページの下から３つ目

の説明欄、１行目の国勢調査費でございます。この

調査も５年ごとに実施をいたします統計法に基づ

く国の基幹統計調査の一つでございまして、国内の

人口及び世帯の実態を把握し、各種行政施策、その

他の基礎資料を得ることを目的とするものでござ

います。２０２５年度の本調査の実施に向けた事前

準備として、２０２４年度、新年度は調査区の設定

に係る事務費を計上しております。これらの財源に

つきましても、全額県からの委託金を充当しており

ます。 

 続きまして、歳入のほうでございます。総務課が

所管いたします主なものについてのみ説明を申し

上げます。 

 ２８ページ、２９ページをお開きください。２９

ページの１、総務管理使用料の欄、市役所北駐車場

使用料、それから豊岡稽古堂使用料が総務課の所管

でございますが、２０２２年度の決算額、あるいは

２０２３年度の決算見込額等を考慮して、それぞれ

計上をいたしております。 

 続きまして、５４ページ、５５ページをお開きく

ださい。５５ページ、５、統計調査費委託金の説明

欄１行目、国勢調査事務委託金３９万８，０００円、

同じく４行目、全国家計構造調査事務委託金１０８

万６，０００円とございますが、これは先ほど歳出

の際に説明をいたしました国勢調査費、それから全

国家計構造調査費の財源といたしまして、歳出の額

と同額をそれぞれ予算計上しているものでござい

ます。 

 続きまして、７４ページ、７５ページをお開きく

ださい。７５ページ、１、総務管理債の説明欄３行

目、庁舎整備事業債とあり、そこから３行目の本庁

舎２９０万円でございます。これは歳出の際に説明

をいたしました庁舎管理費の中の投資委託料の実

施設計の財源といたしましては、脱炭素推進事業債

を予算計上しているものでございます。 

 総務課からの説明は以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 地域づくり課、井上課長。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） 私のほうからは、

地域づくり課のうち、人権・多文化共生係所管の業

務以外につきまして説明をさせていただきます。 

 まず、歳出についてです。１０９ページをご覧く

ださい。一番上、市民プラザ管理費です。上から５

行目、整備工事費に１，４５０万円を計上していま

す。これは、多目的ホールの調光器盤と舞台幕の改

修、リハーサル室のカーペットを取り替えるもので

す。また、ホール用のプロジェクターを更新する費

用として、備品２００万円を計上しています。これ

らにより、昨年度に比べて１，７１５万８，０００

円を増額しております。 

 続きまして、１１９ページをご覧ください。中段

の枠、地域コミュニティ推進費です。２つ目の項目
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ですが、地域コミュニティ推進事業費の７行目、保

険料です。組織での活動を補償面から下支えするた

め、新たに公民館総合補償制度に市が一括して加入

します。その費用として２０７万１，０００円を計

上しています。 

 その下、業務委託料ですが、これは引き続き、中

間支援組織への業務委託を行うもので、各組織の活

動支援や組織運営の支援が主な内容となっており

ます。 

 その下の人材育成支援業務は、コミュニティ組織

の担い手を対象としたものですが、県の補助を活用

する関係から、中間支援業務と分けて計上しており

ます。 

 そこから６行下、交付金です。地域コミュニティ

活動促進事業交付金は、これまでの実績を踏まえ制

度の見直しを図り、１事業の補助額の上限を５０万

円から２０万円に引下げ、全体の予算も昨年度から

１００万円減額をしております。 

 コミュニティづくり交付金は、最低賃金の上昇や

全国的な物価高騰を反映し、全体で３０１万８，０

００円を増額し、１億４，２４３万３，０００円を

計上しております。 

 その下、コミュニティセンター管理費ですが、２

億５，３０５万円で、昨年度より３，２６６万円減

額となっています。 

 １２１ページをお願いいたします。減額となる理

由ですが、市有施設の包括管理が来年度から始まり

ますので、コミュニティセンター管理に係る修繕料

や建物共済の分担金、保守点検等の委託料等につい

て予算の所管が変更となります。 

 また、長寿命化工事等に係る事業費が１，４３８

万円減額となっています。来年度の工事は２つござ

いまして、１つは、高橋地区コミュニティセンター

の改修工事です。屋根、外壁、内装、照明、空調等

を整備します。これに伴う工事費は５，５４３万７，

０００円です。 

 もう一つは、中竹野コミュニティセンターの新築

移転に伴う工事です。中竹野コミュニティセンター

は築後４６年が経過しています。今後の人口減少を

見据えると、現在の建物面積は大き過ぎて、また２

階部分の使い勝手が悪いことなどから、今、社会体

育施設としてある中竹野ふるさと館付近にコミュ

ニティセンターを移転し、そこと複合的に使用する

こととしました。そのため、旧中竹野小学校を解体

して、跡地の一部に中竹野地区コミュニティセンタ

ーを再整備しようとするものです。来年度は、旧小

学校の取壊しを行い、２０２５年度にコミュニティ

センターを建築するスケジュールとしています。よ

って、来年度は旧中竹野小学校の解体工事に１億１，

８１４万３，０００円を計上しています。 

 また、高橋と中竹野の工事に係る設計監理委託料

として、上から３行目となりますが、１，６３９万

円を計上しています。 

 同じページのその下の枠、地方創生推進事業費に

なります。ここの一番上の人件費のパートタイム職

員ですが、国の地域プロジェクトマネジャー制度を

活用して、結婚支援事業を総合的に推進する専門的

な人材を雇用します。具体的には、結婚相談体制の

強化や登録情報のデジタル化、結婚事業の広域連携

やマッチングアプリの立ち上げなど、これらのこと

をおおむね３年間で道筋を立てることとしており

ます。報酬は３９８万４，０００円ですが、手当等

を含め６４４万円を計上しています。なお、この費

用については、全額特別交付税で措置されます。 

 続いて、１２５ページをお願いいたします。上段

の辺り、出会い機会創出事業です。市主催の婚活イ

ベントはーとピーや縁むすびさん事業などを継続

して実施するとともに、出会いのイベント回数をさ

らに増やすため、新たに飲食店等が主催するマッチ

ングイベントに対して補助を行います。 

 次に、１２７ページをお願いいたします。上から

７行目の定住推進事業費です。新年度も引き続き、

移住検討時の下見の際の宿泊代や移住のための空

き家改修、空き家清掃、引っ越し代、学生向けシェ

アハウス改修などを支援し、移住定住を推進してま

いります。 

 東京圏からの移住支援については、国の制度で県

と市が随伴補助するものです。国が移住する子供に
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対する補助額を３０万円から１００万円に引き上

げるため、市の予算も増額をしております。 

 次に、１３３ページをお願いいたします。下から

７行目の地域おこし協力隊推進事業費です。このう

ち１億１，４４７万３，０００円が地域づくり課分

となります。 

 １３５ページをお願いいたします。具体的な内容

は、継続隊員１０人分と新規隊員１５人の活動経費

及び募集に係る事務経費などを計上しています。内

容は例年どおりですが、企業支援補助金、これにつ

いては８名分を想定しているため、昨年度より１，

２００万円を増額しております。 

 その下、ＵＩターン推進事業費です。事業内容は、

業務委託料に記載しています移住ポータルサイト

飛んでるローカル豊岡、ジョブナビ豊岡のサイト運

営による情報発信、移住相談窓口、暮らしのパーラ

ーの運営などで継続して行ってまいります。 

 新規事業としまして、若者がまちの未来を考える

きっかけをつくるため、新たにふるさと財団の地域

再生マネジャー事業補助金を活用し、外部専門家か

らアドバイスを受け、若者の居場所づくりや交流イ

ベントを実施します。その費用として、アドバイザ

ーの謝礼、交流イベントの開催委託料、拠点づくり

のための費用など３３０万円を計上しています。 

 また、はたちを祝う会の出席者に登録をいただい

たＬＩＮＥを通じて、市の情報を発信し、Ｕターン

を促進することを新たに始めます。そのためＬＩＮ

Ｅの使用料、これは通信運搬費になりますが、これ

を４６万２，０００円計上しております。 

 続いて、歳入についてでございます。４５ページ

をお願いいたします。県の補助金になります。下か

ら２つ目の枠の上から５行目、移住支援事業補助金

ですが、これは先ほど説明しました東京圏からの移

住者に対する補助金の国と県の負担分になります。 

 その下、空き家活用支援事業補助金６００万円は、

学生用シェアハウス補助金の県の負担分となりま

す。 

 そこから７行ほど下になりますが、持続可能な多

自然地域づくりプロジェクト事業補助金のうち、持

続可能な生活圏形成支援事業補助金５０万円、これ

は地域コミュニティ活動促進事業交付金に、市町地

域伴走支援体制整備事業費補助金は中間支援委託

業務にそれぞれ充当をいたします。 

 次に、７３ページの雑入になります。補助金・交

付金ですが、中ほどにあります地域再生マネジャー

事業費補助金２２０万円が若者事業に係るふるさ

と財団からの補助金となっております。 

 次に、７５ページをご覧ください。中段の枠、総

務管理債中、市民プラザの整備に対して１，４８０

万円、コミュニティセンターの改修整備に１億８，

９９０万円を計上しています。 

 私からの説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 地域づくり課、木内参事。 

○地域づくり課参事（木内 純子） 地域づくり課の

うち人権・多文化共生係が所管する事業について説

明いたします。 

 歳出です。予算書１２１ページをご覧ください。

２段目の地方創生推進事業費です。多文化共生推進

事業費のうち、業務委託料につきまして５０万円を

計上しております。これは外国人交流事業等開催業

務です。そのうち２０万円については、外国人市民

が生活のために必要な日本語を学ぶ機会を増やす

ため、新たに外国人転入者等を対象にした無料の初

級日本語教室を開設します。そのための費用です。

大人の方の対象の日本語教室については、年間４教

室を開催する予定です。子供向けについては、随時

実施いたします。１人４回までは無料で受講できる

というものです。これらの周知方法につきましては、

転入者については、この無料の初級日本語教室のチ

ラシを配布させてもらうとともに、市のホームペー

ジや広報等に掲載して周知いたします。 

 また、これまでから開催している多文化交流サロ

ンにつきましては３０万円計上していますが、この

サロンでは交流の機会、それから防災ワークショッ

プ、生活オリエンテーションも実施し、日本の生活

や文化などを知る機会とすることにしています。こ

れらの事業については、一般社団法人豊岡市国際交

流協会とＮＰＯ法人にほんご豊岡あいうえおに委
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託する予定です。 

 次に、予算書１３５ページをご覧ください。一番

下の多様性推進事業費です。こちらは４０万３，０

００円を計上しておりますが、これは新たに新年度

から取り組む事業です。性的マイノリティーなど新

たな人権課題の研究を行い、これまでから実施して

いるジェンダーギャップの解消や多文化共生等と

一体的に多様性推進の方針を策定するため、アドバ

イザーを招聘し、庁内検討委員会を設置します。そ

のための経費となっております。 

 次に、歳入についてです。４１ページをご覧くだ

さい。下から２つ目の枠です。デジタル田園都市国

家構想交付金、地方創生推進タイプの８，８１９万

６，０００円のうち１５３万７，０００円について

は、多言語相談員の人件費、多文化共生推進事業費

の財源に充てるものです。 

 次に、雑入です。７３ページをご覧ください。７

３ページの中ほどです。雑入の補助金交付金のうち

市町日本語教育体制づくり事業補助金２９０万円

については、令和４年度から文化庁の間接補助事業

として兵庫県国際交流協会から交付されているも

のです。多文化共生推進事業費のうち日本語教室の

実施に係る補助金、在住外国人コミュニケーション

支援事業の財源に充てるものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） ジェンダーギャップ対策

室、上田部次長。 

○くらし創造部次長（上田  篤） ジェンダーギャ

ップ対策室からは、所管する４つの事業のうち３つ

の事業の予算案についてご説明いたします。 

 まず、歳出です。１２１ページをご覧ください。

市内の事業所向けのワークイノベーション推進事

業費の主な内容ですが、女性マネジメント層や若手

従業員向けなどのターゲット別のセミナーをはじ

め、従業員意識調査、ワークイノベーション表彰制

度、ワークイノベーション推進会議事業などです。 

 主な費目ですが、報償金６９万円は、表彰制度の

審査をお手伝いいただく社労士、税理士、中小企業

診断士５名と学識経験者１名の謝金が５１万円、女

性社員向けのメンタリング制度の謝金が１０万円、

家庭向けコミュニケーションシート活用セミナー

の講師等の謝金が８万円です。 

 次に、１２３ページをご覧ください。業務委託料

４４５万５，０００円では、女性マネジメント層向

け、若手従業員向け、２種類のセミナーを合計３回

開催する経費が１２１万円、推進会議の経営者向け

セミナー２回が２７万５，０００円、ワークイノベ

ーション推進事業のアドバイザーの年間契約委託

料が１３２万円、従業員意識調査が１０社予定で１

６５万円です。 

 次に、まち全体を対象としたジェンダーギャップ

解消推進事業費の主な内容ですが、１０名の市民委

員による戦略のモニタリングをはじめ、地域や家庭

を対象とした啓発事業や女性向けの豊岡みらいチ

ャレンジ塾開催事業、今年度制作していますジェン

ダーをテーマとしたオリジナル絵本の完成発表会、

それと市民向け意識啓発動画の製作費などです。 

 主な費目といたしましては、報償金２５５万１，

０００円では、ジェンダー平等推進アドバイザーや

地域啓発アドバイザーのアドバイザー謝金が１８

６万円、ジェンダー絵本の完成発表会の出演者謝礼

が５３万６，０００円、学識経験者などの謝金が１

５万５，０００円です。次に、委託料ですが、地域

向けＰＲ映像の製作費３０万８，０００円と、３年

目となります５回シリーズの人材育成プログラム

の女性みらいチャレンジ塾の開催費用が２３４万

３，０００円です。 

 続きまして、子育て中の女性の就労促進事業の主

な内容ですが、２０２１年度から取り組んでいる女

性デジタル人材の育成と女性起業家の育成、それと

ＷＡＣＣＵ ＴＯＹＯＯＫＡ内でのみらい応援Ｒ

ｏｏｍでの女性の就労支援、起業支援、キャリア支

援などの相談事業の取組の３本です。 

 主な費目では報償金１５４万９，０００円ですが、

女性起業家育成などの起業相談とキャリア相談の

謝金です。業務委託料３１９万円ですが、デジタル

マーケティング人材育成の５か月間の講座と２か

月のインターンシップの委託料が３００万３，００



 36 

０円と、新たに実施しますプログラミング人材育成

の３か月間の講座の委託料が１８万７，０００円で

す。 

 続きまして、歳入についてご説明いたします。３

７ページをご覧ください。総務管理費補助金の２つ

目ですが、地域女性活躍推進交付金として３７４万

２，０００円を計上しています。これは歳出の子育

て中の女性の就労促進事業の中の女性デジタルマ

ーケティング人材の育成事業と女性起業家育成事

業の計４９９万１，０００円に対する交付金であり、

補助率は４分の３です。 

 私からは以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 城崎振興局地域振興課、

藤原課長。 

○城崎振興局地域振興課長（藤原 孝行） ９４、９

５ページをご覧ください。一番上の行ですが、業務

委託料として測量業務、合計が１，５３６万８，０

００円のうち、城崎振興局に係る分を３９万３，０

００円計上しております。内容についてですが、現

在使用しております湯島地内の消防団車庫の建て

替えを２０２５年度に計画をしておりますが、その

建て替えを計画している中で調査をしてまいりま

すと、現在の土地の登記等が全くなされていない状

態、あるいは分筆等ができてない状態であることが

判明いたしました。それに伴って、今回、測量等を

行ってきちんと土地を整理したいという内容でご

ざいます。工事につきましては、２０２５年度以降

から計画をしております。 

 次に、１０８ページ、１０９ページをご覧くださ

い。１３の城崎振興局費の部分の中で、投資委託料

７０万円と、整備工事費１，０００万円、この２つ

内容です。既にご案内してますとおり、城崎地域の

公共施設の在り方検討という中で、さとの湯、温泉

交流センターが統合、建て替えという計画、方針が

出ておるんですが、現在使用されてます豊岡市の商

工会と、それからもう一つ、福祉センターのほうに

入っておられます社会福祉協議会の事務所として、

城崎庁舎内の市民センター集会室を改修する、その

事務所に充てるというふうな改修費、それから工事

管理業務の合計の金額ということになります。 

 城崎振興局については以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 竹野振興局地域振興課、

山根課長。 

○竹野振興局地域振興課長（山根 哲也） ９５ペー

ジをお開きください。上から７行目、解体工事費８，

８２９万３，０００円のうち７，７０１万６，００

０円が旧竹野老人福祉センターに係るものとなり

ます。旧竹野老人福祉センターは、２０２１年３月

３１日をもって用途廃止をし、同年４月１日から地

元竹野浜自治会の地区集会施設として無償貸与し

ておりましたが、昨年、竹野浜自治会が自己所有地

にある倉庫を改修し、事務所と集会施設の機能を持

った施設にされたことで、１０月末をもって市へ返

還され、今後の利活用の見込みもないことから除却

しようとするものでございます。 

 次に、１１１ページをお開きください。２枠目、

竹野振興局庁舎管理費についてです。上から８行目

の投資委託料に５７２万円、そこから７行下の補修

工事費に４，０９４万６，０００円を計上していま

す。竹野振興局では、開庁から２３年が経過し、耐

用年数の超過及び老朽化の著しい照明設備と空調

設備について、省エネ、カーボンニュートラルに配

慮した機器の更新を行おうとするもので、具体的に

は照明器具のＬＥＤ化及び空調機器の高効率化を

２０２４年度と２０２５年度の２か年で行うこと

とし、２０２４年度は委託料５７２万円のうち４６

２万円が照明及び空調設備改修工事に係るもので、

１１０万円がＢＥＬＳ、建築物省エネルギー性能表

示制度認証を得るためのもので、そして、そこから

下６行目の補修工事費４，０９４万６，０００円が

照明設備ＬＥＤ化工事に係るものとして計上をし

ております。 

 続きまして、歳入について説明をさせていただき

ます。前に戻っていただきまして７５ページをお開

きください。下枠、総務管理費の中の上から４行目、

庁舎整備事業債の竹野庁舎４，３１０万円、内訳と

しまして脱炭素推進債２，０７０万円、過疎債２，

２４０万円でして、これは先ほど説明いたしました
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竹野庁舎の照明器具のＬＥＤ化及び空調機器の高

効率化に係る委託料及び工事費に係るものとなり

ます。 

 竹野振興局からは以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 日高振興局地域振興課、

池内課長。 

○日高振興局地域振興課長（池内 章彦） 予算書の

１１１ページをお願いします。一番下の枠、日高振

興局庁舎管理費ですけども、保守点検委託料、非常

用発電設備保守点検を行います。これは災害時等防

災拠点として機能を維持しなければならない日高

庁舎の停電時に電気を供給するための重要な設備

であるため、設置機器メーカーの推奨の６年点検を

実施をします。あわせて、劣化した外装について再

塗装を行う予定にしております。 

 １１３ページをお願いします。上から３行目の投

資委託料２，２７１万５，０００円ですけども、日

高庁舎の脱炭素化改修とユニバーサルデザイン化

改修に伴う実施設計を行います。脱炭素化は省エネ

化によりエネルギー使用料を５０％以上削減する

ため、ＬＥＤ照明、高効率空調、高効率の全熱交換

器への更新、内断熱の増設を行って、ＺＥＢ認証、

ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ取得を目指すとともに、ライフ

サイクルコストの縮減を進めます。それから、ユニ

バーサルデザイン化改修は、来客用駐車場から庁舎

玄関までの動線や庁舎内のトイレのバリアフリー

化などを行います。２０２４年度には実施設計、２

０２５年度に工事施工を行いたいと考えておりま

す。 

 次に、上から１１行目の自動車管理費ですけども、

これは日高振興局の所管する８台の公用車に係る

管理費になります。 

 続きまして、歳入ですけども、７１ページをお願

いします。上から２行目の光熱水費等使用者負担金、

日高庁舎１４０万４，０００円ですけども、庁舎に

入居してます豊岡市商工会等の光熱水費の負担金

を計上しております。 

 続きまして、７５ページをお願いします。中段の

総務管理債の上から５行目、庁舎整備事業債、日高

庁舎２，０４０万円は、日高庁舎脱炭素化改修工事

実施設計業務及びユニバーサルデザイン化改修工

事実施設計業務に係る市債になります。 

 １０ページをご覧ください。第３表、地方債、上

から５行目、庁舎整備事業費、日高庁舎２，０４０

万円は、先ほど説明しました庁舎改修の実施設計に

伴うものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 出石振興局地域振興課、

三宅課長。 

○出石振興局地域振興課長（三宅  徹） 予算書１

３３ページをご覧ください。中段より少し上、出石

永楽館歌舞伎開催事業費です。総額で９，０２６万

１，０００円を計上しており、前年度当初予算と比

較して１，０５２万１，０００円の増額としており

ます。増額の主な要因は、できるだけ入場料で開催

費用が賄えるようにするため、日数、公演回数とも

増やしたことに伴うものです。昨年度は７日間、１

３回公演の計画であったところ、今年度は８日間１

５回公演としています。 

 次に、２９７ページをご覧ください。中段より少

し上、伝統的建造物群保存地区保存事業費です。総

額で２，４８２万円を計上しており、前年度と比較

して１０９万８，０００円の減額としております。

減額の主な要因は、国県補助金を活用した伝統的建

造物、いわゆる特定物件の保存修理事業につきまし

て、例年と同様の３件を計画しておりますが、所有

者からの申請予定額の合計が昨年度を下回るため

であります。 

 続きまして、歳入についてご説明いたします。４

１ページをご覧ください。まずは、伝建事業に係る

ものです。上から５枠目の上から３行目、重要伝統

的建造物群保存地区保存修理費補助金１，１３８万

８，０００円は、伝建修理事業３件分に対する国庫

補助金です。 

 次に、５５ページをご覧ください。上から４枠目

の上から３行目、重要伝統的建造物群保存地区保存

修理費補助金５６９万４，０００円は、同じく伝建

修理事業３件分に対する県補助金です。 
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 次に、永楽館歌舞伎開催事業に係る主な歳入を説

明いたします。６７ページをご覧ください。下の枠、

上から３つ目の見出しの頒布代の中の３行目、書籍

等のうち１８０万円は、歌舞伎の演目等を紹介する

パンフレット、いわゆる番付の販売収入分です。 

 次に、７３ページをご覧ください。下から１１行

目、市民会館等入場料の永楽館の７，０１５万６，

０００円を歌舞伎チケット販売収入として見込ん

でおります。 

 私からは以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 但東振興局地域振興課、

道下課長。 

○但東振興局地域振興課長（道下  一） １１５ペ

ージをご覧いただきたいと思います。但東振興局の

庁舎管理費を上げております。説明欄の上段、１，

３７７万２，０００円を計上いたしております。前

年比は４１５万９，０００円の減額でございます。

主なもの、光熱水費、業務委託料などになりますが、

包括管理移行により保守点検委託料が皆減となっ

たのをはじめ、光熱水費６６９万２，０００円は前

年比７８万６，０００円の減となっております。中

段の自動車管理費１５６万６，０００円は、局の公

用車両の管理費を計上しています。 

 続きまして、２９１ページをご覧ください。説明

欄の下段近く、東井義雄の心を伝える推進事業費５

０万７，０００円を計上しています。こちらは、一

昨年から取り組む東井義雄に関する新たな資料の

調査研究、整理、保存に係る費用、また、例年開催

しております東井義雄教育塾講演会のほか事業費

の一部となるものです。 

 歳出の説明は以上です。 

 続いて、歳入の説明、６１ページをご覧ください。

中段よりやや下、基金繰入金欄の下から２段目、東

井義雄遺徳顕彰基金繰入金５０万７，０００円、先

ほど歳出のほうで説明いたしました東井義雄の心

を伝える推進事業費の財源として、基金取崩しによ

り繰入れを行おうとするものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 会計課、西村課長。 

○会計課長（西村 嘉通） 関係分につきまして、初

めに歳出からご説明させていただきます。９１ペー

ジをお願いいたします。上から２枠目の会計管理費

のところをご覧ください。これは会計課の通常業務

に係る事務的経費でございます。 

 内訳で主なものは、収入、支出の会計処理に伴う

金融機関等への手数料や、事務処理システムに係る

委託料などの経費です。前年度との比較では、科目

全体では約１８０万円の減となっておりますが、増

額となるものも一部ございます。 

 まず、手数料でございます。枠の中ほどにござい

ます手数料ですが、手数料全体のうちの一部、市の

支払いに係る金融機関への振込手数料として４４

６万円を計上しております。これは、従来、公金の

振込は原則手数料無料扱いとしていただいており

ましたところ、本年１０月から銀行間の手数料が公

金の振込についても有料化されるという全国的な

動きに伴い必要となるものでございます。また、同

じく手数料のところで、これに関連する財務会計シ

ステムの改修費用を併せて計上しております。この

ほか、少し下に下りていただきまして、業務委託料、

庁用備品、それぞれございます。システムの機器や

端末の保守期間満了に伴う更新、買換えの費用とし

て上げさせていただいております。 

 次に、９３ページをお願いいたします。一番上の

基金管理費のところをご覧ください。全て基金への

積立金でございます。内訳のうち、何々基金（利子）

となっているものが会計課の所管になります。全部

で１４件ございまして、金額の小計が１，７８２万

７，０００円です。これらは基金の運用に伴う利子

収入を各基金に積み立てるもので、歳入のほうにこ

の財源となる収入がございます。 

 歳出の説明は以上です。 

 次に、歳入です。戻っていただきまして５７ペー

ジをお願いいたします。一番下の枠の基金運用利子

のところをご覧ください。歳出のところで説明いた

しました基金利子の積立金と対応する基金の運用

収入でございます。前年度との比較では、約２３０

万円の増で見込んでおります。 
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 次の５９ページにかけて基金ごとの内訳がござ

います。金額の振り分けは、基金残高での案分によ

ります。先ほど、歳出のほうで説明いたしました積

立金と、それぞれ項目、金額は対応しております。 

 なお、一部の基金は積立てを行わず、目的の事業

に充当するため、歳入のみで歳出の積立金のほうに

はございません。 

 基金につきましては、以上でございます。 

 その他、雑入等にも関係のものが若干ございます

けれども、前年度と大きな違いはございませんので、

説明のほうは省かせていただきます。 

 会計課のほうは以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 選管監査事務局、中川局

長。 

○選管監査事務局長（中川 光典） 予算書１４３ペ

ージをお願いします。上の太枠内の２段目、市長選

挙及び市議会議員補欠選挙費です。令和７年４月に

執行予定の市長選挙及び市議会議員補欠選挙に係

る予算について説明をさせていただきます。 

 この市長選挙は、令和７年４月３０日に任期満了

を迎えるため執行されるもので、令和６年度につい

ては立候補者説明会をはじめ、選挙準備に係る経費

を要求するものです。 

 それぞれの選挙について、候補者を４人と想定し

て計上しております。 

 説明欄の人件費は人事課の所管になりますが、会

計年度任用職員報酬３０万円は選挙事務補助員２

人分の報酬です。それから６行ほど下、選挙管理委

員会事務局とある消耗品費などですが、投票用紙や

啓発チラシなど、主に選挙用資材として準備するも

のです。 

 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費の事務等に

係る経費は合計で１８３万７，０００円で、先ほど

の人事課所管分の人件費を加えますと、この選挙に

要する令和６年度分の費用としましては、総額で４

６６万３，０００円ということになります。 

 次に、１３７ページをお願いします。一番上のと

ころですが、人件費としまして固定資産評価審査委

員会委員３人への報酬２０万６，０００円は、例年

よりも増額した予算となっております。令和６年度

は３年に一度の固定資産評価額見直し時期に当た

るということで、過去の審査申出の傾向を勘案した

上、例年２回分のところを１０回分の委員会開催を

見込んで計上しております。 

 その他の選挙管理費や監査の経常的な事務経費

につきましては、例年と大きな違いはありませんの

で、説明を割愛させていただきます。 

 選管監査事務局の説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 説明は終わりました。 

 ここで分科会を暫時休憩します。再開は２時１０

分。 

午後１時５７分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時０４分 分科会再開 

○分科会長（岡本 昭治） それでは、休憩前に引き

続き、分科会を再開します。 

 既に説明を終えておりますので、これから質疑に

入ります。 

 質疑はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ページを忘れてしまったんで

すが、多分ジェンダーだったと思うんですけれども、

男性の育児休業取得が１００％っていうことだっ

たんですけれども、ということは、そういう該当者

の方が１００％取られたということで大変いいこ

とだと思うんですけども、大体何名ぐらいとかいう

のが分かれば。 

○分科会長（岡本 昭治） 人事課、岸本部次長。 

○総務部次長（岸本 京子） 市役所の職員の男性職

員の育児休業取得ということで、今年度、２月１日

時点で押さえた数字として取得者１００％となり

ました。１４人分の１４人、今年度お子さんを持っ

た職員１４人に対して、実際に取得した職員が１４

人。しかしながら、その内容はイコールではありま

せん。昨年度生まれた職員が今年度に取得したとい

う職員がありますし、今年生まれた職員は、まだ取

っていない職員もいますので、どうしてもそこのカ

ウントはずれてしまいますが、希望した職員が全員、
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基本的には取得ができたという点では評価ができ

るかなと思っています。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 該当するようなそういうお子

さんをお持ちの男性の職員の方は大体何人ぐらい

いらっしゃるんか、それは分からないですか。 

○分科会長（岡本 昭治） 岸本部次長。 

○総務部次長（岸本 京子） ちょっと手元にはない

んですけれども、およそ２０代後半から４０代前半

の男性職員の人数になりますので、ちょっとすぐに

はカウントを出せないんですけども、その年齢層あ

たりがほぼ対象になるかなと思います。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） すみません、ちょび切れでご

めんなさい。 

 今、育児休業はお子さんが生まれてから３年だと

思うんですけれども、その３年の間に途中申請すれ

ば取れるという状況になってるんでしょうか。 

○分科会長（岡本 昭治） 岸本部次長。 

○総務部次長（岸本 京子） おっしゃるとおりでし

て、３歳になるまでの期間に取得ができますが、給

料の代わりになる支給されるお金については男性

の場合は１年間となっていますので、経済的な負担

を考えますと、１年以内に取ってもらうほうが有利

かなと思います。実際に今年度はそれを過ぎてから

取った職員もいますので、経済だけの問題ではなく、

子供と過ごす時間だとか、育児に関わりたいという

職員が実際には存在するというふうに認識をして

います。 

○分科会長（岡本 昭治） いいですか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 分かりました。 

 それから、国勢調査のことでちょっとお伺いした

いんですが、それもページを控えてなくてごめんな

さい。その国勢調査のことで、調査員をされてる方

から聞いたんですけども、最近はなかなか以前と違

って、国勢調査に回っても、あれはデータで出すん

かいな、一軒一軒訪ねるんじゃないんでしたね、ご

めんなさい、ちょっと勘違いしてました。 

○分科会長（岡本 昭治） 太田垣課長。 

○総務課長（太田垣健二） 調査員は直接訪問いたし

ます。その調査票で紙に直接お書きいただいても構

いませんし、今、ウェブ回答も同時に調査員が訪問

した際にご案内をして、ネットでもできますよとい

うご案内の仕方をしてますので、全て聞き取りで調

査をするということではないです。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） すみません、そういう調査を

やってる方が言ってはったんやけど、前よりも訪問

した際に断られる、もうそんなんしませんって言う

方が率的に増えてるっていうようなことをおっし

ゃってたんですけど、そういうことは入ってきてま

せんか。 

○分科会長（岡本 昭治） 太田垣課長。 

○総務課長（太田垣健二） 前回の２０２０国調のと

きも私はいましたけど、直接何かすごい反響という

実感、全然調査に協力してくれないっていう感覚は

なかったです。ただ、こういったご時世、個人情報

みたいな意識もございましょうし、そういったこと

はあるのかなとは思っています。ただ、そこは調査

員さんの頑張りとか踏ん張りで何とかお世話いた

だいているというのが実態でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） すみません、やっぱり調査を

される方も一生懸命だと思いますし、なかなかアパ

ートとかそういうとこら辺が厳しいっていうふう

にお聞きしたので、そういう方に協力してもらえる

ような何かお知らせというか、そんなんを、いろん

な手段を通じてしていただけたほうが、調査員の方

も楽なんかなと思いますけれども、どうでしょうか。 

○分科会長（岡本 昭治） 太田垣課長。 

○総務課長（太田垣健二） 例年ですと、広報ですと

か市ホームページでは当たり前のように周知はし

てますけど、そういったアパートの方って、単身赴

任の方とかは市広報もご覧になってるのか、ご覧に

なってないのか、あるいは他都市から来られた方で、

市に関心がなければホームページもご覧にならな

いみたいなこともありましょうけども、あるいは防
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災行政無線ですとか、あと、豊岡市も大分力を入れ

ておりますので、ＳＮＳも活用しながら２０２５の

国調のほうは、調査員さんの後押しになるような啓

発を検討してまいりたいと思ってます。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 分かりました。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） よろしいでしょうか。 

 ほかにございませんでしょうか。ないですかね。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） ジェンダーギャップの関係で、

今年絵本の完成発表会をされるというふうになっ

ているんですけども、去年から作っとった絵本だと

思うんですけども、わざわざ完成発表会されるって

いう意義は、クラウドファンディングとかで財源を

集められたから、そういう意味で発表会されるっち

ゅう意味なんですかね、という、これが１つと。 

 たしか去年の予算書で見ると、絵本の作成に財源

として交付金か何かが入っとったと思うんですけ

ども、その関係とクラウドファンディングはどうな

ってますかな。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田部次長。 

○くらし創造部次長（上田  篤） 絵本の関係でご

ざいます。明日、補正予算のほうでちょっとご説明

しようと思うんですけど、１月末に入札を行って不

調に終わりました。年度内に完成する見込みという

のが立たなくなったので、繰越しを明日ご提案しよ

うと思ってます。 

 今回の発表会のほうなんですけど、当初は５月ぐ

らいに予定しておったんですけど、そういう事情も

ありまして、絵本の完成予定が多分７月になります

んで、８月にこれは市民向け、親子向け、あと保育

士、幼稚園教諭向けにお披露目という意味で発表会

をやりたいと。それが終わった後に、今度、各図書

館をずっと回って、またＰＲとかもしていきたいな

というふうに考えてます。 

 それと、ガバメントクラウドファンディングで一

応２００万円予定してまして、２１０万円ほどご寄

附をいただきまして、それを財源に今、作業を最後

進めているところでございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 松井委員、よろしいです

か。 

○委員（松井 正志） いいです。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田部次長。 

○くらし創造部次長（上田  篤） ジェンダーギャ

ップ解消推進事業については、交付金のほうは従来

から地方創生推進交付金を活用しています。この絵

本については、基本今のガバメントクラウドファン

ディング２００万円を予定しておりましたんで、交

付金は基本的には当たらないという、そういう考え

方でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 ここで委員の皆さん、当局職員の皆さんから、何

かありましたら発言をお願いします。なしですかね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（岡本 昭治） ここで分科会を暫時休憩

します。 

午後２時１４分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時１９分 分科会再開 

○分科会長（岡本 昭治） 休憩前に引き続き分科会

を再開します。 

 第２３号議案、令和６年度豊岡市一般会計予算の

審議につきまして、先ほど質疑まで終えましたので、

これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 令和６年度一般会計予算に反

対します。 

 反対の理由は、市税の個人市民税、法人市民税、

固定資産税の超過課税についてですが、特に個人市

民税の超過課税は今年度予算で４，７００万円です。

全国で豊岡市だけ、全国の自治体はどこに住んでい

てもひとしく国の交付金制度の下で自主財源と合

わせて財政運営をしています。豊岡市だけが特に厳

しい財政状況にあるはずがありません。全国で唯一

という個人市民税の所得割に対する超過課税はや

めるべきだと考えます。諸物価の値上がりと、それ
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に追いついていない賃金の低さで市民の懐は極め

て厳しい状況です。 

 市長が財政運営を行う立場ではなく、税を納める

市民の立場に立って、主人公は市民の行政となるこ

とを確信し、反対の意見といたします。 

○分科会長（岡本 昭治） それでは、このほかに。 

 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 一般質問の答弁でもありまし

たけども、超過課税の相当額というのは下水道に繰

り出しておるし、それがなくなったりしたらほかの

事業、道路整備や防災対策、あと産業振興など、社

会整備のための財源を圧迫して、市民が同じサービ

スを受けられないようになるというもので、この超

過課税の金額は絶対必要不可欠な財源であり、それ

を含む本案に賛成である討論とします。 

○分科会長（岡本 昭治） 以上でいいですかね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（岡本 昭治） 賛成、反対の意見があり

ますので、挙手により採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決すべきことに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（岡本 昭治） 賛成多数により、第２３

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定しま

した。 

 分科会を暫時休憩します。 

午後２時２２分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時２２分 委員会再開 

○委員長（岡本 昭治） 委員会を再開します。 

 これより、３、協議事項、（２）意見・要望のま

とめについて、委員会意見・要望のまとめに入りま

す。 

 当委員会に審査を付託されました案件の本日の

審査は終了しました。 

 ここで委員会意見・要望として、委員長報告に付

すべき内容について協議いただきたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

午後２時２３分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時２４分 委員会再開 

○委員長（岡本 昭治） 委員会を再開します。 

 それでは、ただいま協議いただいた当委員会の意

見・要望の案文につきましては、正副委員長に一任

願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 次に、委員長報告についてですが、内容につきま

しては、正副委員長に一任願いたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 委員会を暫時休憩します。 

午後２時２４分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時２４分 分科会再開 

○分科会長（岡本 昭治） 分科会を再開します。 

 これより３、協議事項、（２）意見・要望のまと

めについて、分科会意見・要望のまとめに入ります。 

 当分科会に審査を分担されました案件の本日の

審査は終了しました。 

 ここで分科会意見・要望として、予算決算委員会

に報告すべき内容について協議いただきたいと思

います。 

 暫時休憩します。 

午後２時２５分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時２６分 分科会再開 

○分科会長（岡本 昭治） 分科会を再開します。 

 それでは、ただいま協議いただいた当分科会の意

見・要望の案文につきましては、正副分科会長に一

任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（岡本 昭治） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 次に、分科会長報告についてですが、内容につき
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ましては、正副分科会長に一任願いたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（岡本 昭治） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 以上で分科会を閉会します。 

午後２時２６分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後２時２６分 委員会再開 

○委員長（岡本 昭治） 委員会を再開します。 

 これより、５、その他に入ります。 

 その他、委員の皆さんの方から何かありましたら

お願いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） 特になしというお答えがあ

ります。 

 それでは、以上をもちまして総務委員会を閉会い

たします。お疲れさまでした。 

午後２時２７分 委員会閉会 

──────────────────── 


